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令和２年度会津若松市ユニバーサルデザイン推進プラン 

推進状況報告書について 

 

１．目的・内容 

「第３次会津若松市ユニバーサルデザイン推進プラン」（計画期間：平成29年度から令和３年度まで）においては、基本目標である「すべての人に

やさしく、暮らしやすいまち」の実現に向け、４つの重点事項を基本とし、３つの分野別取組を定め、本市のユニバーサルデザインを推進していま

す。 

計画の着実な推進を図るため、毎年度取組状況を把握し、必要に応じて取組や計画の見直しを行うなどの進行管理を行っており、重点目標「取

組の見える化」による理解促進の取組の１つとして、令和２年度の取組状況を公表します。また、現行プランの期間が令和３年度をもって終了するこ

とに伴い、これまでの取組の成果と新たに見えてきた課題を次期プランへと反映するため、平成29年度から令和２年度までの４年間の取組に対す

る事業評価（総括）についても併せて記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

２．取組内容 

３つの分野別取組においてそれぞれに重点施策を定め、全庁的に取組を行っています。各部局で取り組んだ各事業概要については、令和２年度

会津若松市ユニバーサルデザイン推進状況一覧に掲載のとおりです。 

また、令和２年度の４つの重点事項に係る主な取組と新規事業、平成29年度から令和２年度までの４年間の取組に対する事業評価（総括）の概

要については、以下のとおりです。 

 

（１）重点事項に係る主な取組 

 ア．「こころのユニバーサルデザイン」の推進 

誰もが主体的に社会参加・参画できる社会をめざし、それぞれが相手を思いやり、個人を尊重する意識づくりを進めるため、ユニバーサルデ

ザインに関する出前講座や、障がいのある人や高齢者等の多様な方への理解促進のための講座の開催、まちの美化推進、各種講演会等のイ

ベントに参加しやすい環境づくりなどに取り組みました。 

 

 イ．「取組の見える化」による理解促進 

   ユニバーサルデザインを全市的に進めるためには、「考え方」の理解が重要であるため、ホームページや市政だよりを活用し、事業者や市な

どの身近なユニバーサルデザインの取組をわかりやすく紹介することにより、ユニバーサルデザインの考え方の理解促進を図りました。 

 

 ウ．ＩＣＴ（情報通信技術）活用による利便性の向上 

   ＩＣＴの活用による利便性の向上を図るとともに、すべての人がその利便性を享受できるよう、情報格差の是正に向けて、市民ＩＣＴスキルア

ップセミナーやＩＣＴリテラシー講座を開催しました。 

 

 エ．誰もが快適に利用できる公共空間づくり 

   すべての人が快適に過ごすことができる公共空間づくりを進めるため、トイレの洋式化や多目的トイレの整備、スロープ・おむつ交換台の新

設など、既存公共施設の改修、道路や歩道、公園環境等の整備、公立小学校の改築時におけるユニバーサルデザインに配慮した設計・整備に

取り組みました。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、各課等窓口へのビニールカーテン・アクリルパーテーション等の飛沫防止設備

や手指消毒液の設置を行いました。 



 

（２）新規事業 

 令和２年度は、下記の事業に新規に取り組みました。 

具体的事業名 事業内容 担当課 

防災意識の普及啓発 永和地区地域づくり協議会主催の「永和地区防災デー」にて、防災VR体験、防災ワー

クショップ、消防団ポンプ操法実演、消防車両乗車体験、防災関連情報展示等を行い、

地区住民の防災への関心を高めた。 

北公民館 

親切丁寧な対応 来館者の状態に応じて、窓口からだけではなく、近くに行って声かけをし、わかりやす

い説明とともに、迅速・正確・親切丁寧な対応を心がけることで、窓口サービスの向上を

図った。 

北公民館・ 

北市民センター 

新型コロナウイルス感

染症対策 

新型コロナウイルス感染症対策のため、各課等窓口へのビニールカーテン・アクリルパ

ーテーション等の飛沫防止設備や手指消毒液の設置を行い、安心して利用できる環境

整備に努めた。 

窓口関係各課等 

ベビーベッド設置 乳幼児を連れた市民の方が安心して手続きできるよう、ベビーベッドを設置した。 北公民館・ 

北市民センター 

利用しやすい窓口環境

の整備 

申請受付と交付・会計の２つの窓口で対応することにより、窓口の混雑を緩和し、来館

者が安心して手続きや情報収集が行えるよう、また待ち時間の削減となるよう環境整

備に努めた。 

北公民館・ 

北市民センター 

 

  



 

(3) 平成29年度から令和２年度までの４年間の取組に対する事業評価（総括）の概要 

［評価（成果）］ 

ホームページ、啓発パンフレット等の様々な手段による情報発信や、講座・講演会等の開催などによりユニバーサルデザインの理念の普及に努め

たほか、まちづくりにおいては、ソフト施策とハード整備をそれぞれ補完するかたちで実施するとともに、計画・施策・事務事業において全庁的にユ

ニバーサルデザインの理念に基づき取組を進めました。 

その結果、会津地域における「ユニバーサルデザイン」の言葉とその意味を知っている人の割合は49.3％（令和元年度県政世論調査）となり、理

念の一定程度の普及を図ることができました。また、都市計画マスタープランや学校改築・改修計画、地域防災計画、庁舎整備基本計画など、市の

各種計画にユニバーサルデザインの視点が盛り込まれ、市政の幅広い分野においてユニバーサルデザインの理念に基づいた取組を進めることが

できました。 

 

［今後の課題・方向性］ 

ユニバーサルデザインの推進のためにはその考え方に対する理解が重要であることから、引き続き、出前講座や講演会、体験講座の実施ととも

に、市政だより等を活用した事例紹介などにより、身近なところからユニバーサルデザインに関する情報発信に努めます。また、相手への理解や思

いやり、お客様へのサービス向上等の暮らしやすいまちづくりに向けた各種取組の基盤となる「こころのユニバーサルデザイン」は、ハード面の取組

の補完につながるだけでなく、ユニバーサルデザイン推進の基本となる考え方であることから、その普及・啓発に重点的に取り組んでいきます。 

また、ユニバーサルデザインは、「はじめから」「すべての人」のことを考え、生活や活動がしやすい環境づくりを行うものであり、常に改善を目指

す「終わりのない取組」であることから、市政モニターアンケート等を通して得られた意見を庁内で共有し、連携して既存の取組の改善や様々な新

規事業に取り組んでまいります。 

 

 

３．所見 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症による様々な影響があるなか、新規の取組5件を含め、全庁的に186件の事業に取り組みました。また、

平成29年度から令和２年度までの4年間では全庁的に209件の事業に取り組んできました。 

ユニバーサルデザインは終わりのない取組であり、成果が見えにくい取組もありますが、今後も基本目標である「すべての人にやさしく、暮らしや

すいまち」の実現に向け、４つの重点事項や分野別取組を進めてまいります。 



計画の体系
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１「すべての人のため」という
　意識づくり

１　市民への意識啓発（事業No.1～6）
２　学ぶ場の提供（事業No.7～14）
３　「思いやりのこころ」づくり（事業No.15～32）
４　「おもてなしのこころ」づくり（事業No.33～35）
５　市職員のさらなる意識の向上（事業No.36～38）

２「すべての人のため」の
　暮らしづくり

１　みんなで支え合う地域づくり（事業No.39～47）
２　社会参加・参画しやすい環境づくり（事業No.48～61）
３　安全・安心な環境づくり（事業No.62～71）

１　様々な手段による情報提供（事業No.72～76）
２　分かりやすい情報提供（事業No.77～93）
３　容易に情報収集できる場の提供（事業No.94～99）
４　情報入手のための支援（事業No.100～103）
５　「取組の見える化」の推進（事業No.104）

１　窓口サービスの向上（事業No.105～145）
２　気配りのある行政サービスの提供（事業No.146～151）

３「すべての人のため」の
　まちづくり

１　安全・安心な公共・公益施設等の整備（事業No.152）
２　利用しやすい公共・公益施設等の整備（事業No.153～170）
３　分かりやすい案内表示などの整備（事業No.171～175）
４　事業者などに対する普及・啓発（事業No.176）

１　安全で快適な歩行空間の整備（事業No.177～181）
２　冬期間における歩行環境の確保（事業No.182～184）
３　利用しやすい公共交通サービスの提供（事業No.185～191）

１　安全・安心な公園環境等の整備（事業No.192）
２　利用しやすい公園等の整備（事業No.193～196）

１　暮らしやすい市営住宅等の整備（事業No.197～199）
２　市民に対する普及促進（事業No.200～204）
３　事業者などへの啓発（事業No.205）

１　ユニバーサルデザイン製品の普及促進（事業No.206～208）
２　市役所での率先利用（事業No.209）



令和２年度 会津若松市ユニバーサルデザイン推進状況一覧

分野別取組１　「すべての人のため」という意識づくり

重点施策１　市民への意識啓発

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○ホームページを活用したユニバーサルデザインに関する情報提供

1 ホームページを活
用したユニバーサ
ルデザインに関す
る情報提供

ユニバーサルデザインについての市
の考え方や具体例、ユニバーサルデ
ザイン製品の紹介や市の取組などを
市のホームページを活用して情報提
供した。

【ユニバーサルデザイントップページ
月間平均アクセス数】117件

ユニバーサルデザインの意識や
具体例、製品等を紹介するととも
に、講演会等のイベント情報や市
の取組といったユニバーサルデ
ザインに関する情報を体系的に
分かりやすく情報提供することが
できた。

ユニバーサルデザインの理解促
進を図るため、掲載の仕方を工
夫しながら、市の取組や事業者・
学校などの取組についても積極
的に情報提供・紹介していく。

協働・男女
参画室

2 市民啓発用パンフ
レットによる広報

第３次プランの策定に伴い作成した
市民啓発用パンフレットを市ホーム
ページに掲載するとともに、講演会
をはじめ様々な機会に市民へ配布し
理解促進を図った。市民啓発用パン
フレットは、分かりやすい構成とする
ため、４コママンガ、写真等を多数掲
載している。

ユニバーサルデザインについて
分かりやすい広報を行うことが
できた。特に小学生に理解しや
すい内容とすることができた。

今後も様々な機会に市民に配布
することで、ユニバーサルデザイ
ンの理解促進に努める。

協働・男女
参画室

○展示による啓発活動

3 イベント出展など
による啓発活動の
推進

令和2年度はイベント等の展示の機
会がなかった。

イベント等への展示機会が少な
かったが、男女共同参画都市宣
言20周年記念式典では「ユニ
バーサルデザイングッズ」の展示
を行い、多くの来場者の目に触
れ、意識啓発につながった。

今後も様々な機会を捉えて展示
を行っていく。

協働・男女
参画室

1



№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○事業者の取組事例の紹介

4 事業者の取組事
例の紹介

ユニバーサルデザインを市民の方に
より身近に感じてもらうため、事業者
の取組を募集し、取組事例をホーム
ページで公開し、広報を行った。

様々な店舗や施設等のユニバー
サルデザインの取組を紹介する
ことができた。

引き続き事業を継続するが、事
業者の取組自体が少ない状況に
あるため、事業者へユニバーサ
ルデザインの意識啓発を図る必
要がある。

協働・男女
参画室

○ユニバーサルデザインの意見の集約

5 市政モニターを活
用した意見の集約

市政モニターアンケートを活用し、ユ
ニバーサルデザインに対する意見の
集約を行った。アンケート結果につい
ては、全所属と情報共有を行った。ま
た、令和2年度は新たなユニバーサ
ルデザイン推進プランの策定の参考
資料とするため市民意識調査を実
施した。結果は令和3年度に公表予
定。

市民のユニバーサルデザインに
対する意識や意見を庁内で共有
し、各事務事業の参考とすること
ができた。

市政モニターアンケートを活用し
て市民意見を集約し、意見を取り
入れながらユニバーサルデザイ
ンの推進に努める。

協働・男女
参画室

6 広聴制度の充実 はがきや電子メール、ＦＡＸなどのさ
まざまな媒体により、市政に対する
意見や要望などを受け付けているほ
か、各市民センターなどに設置した
「市長への提案ポスト」や、市政モニ
ター制度などを設け、幅広く意見や
要望を受け付けるよう努めている。
また、市長が直接市民の話を聞く
「ふれあいの日」の開催や、地区との
対話集会など、市政に対する意見や
提案を直接聞く場を設けている。

市長への手紙の件数も増えてお
り、さまざまな手段を使って、多
くの市民の意見や要望を受け付
けることができている。

今後もあらゆる手段を使い、市
民の意見や要望を聞いていく。

秘書広聴
課

2



重点施策２　学ぶ場の提供

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○ユニバーサルデザインの意識啓発に関する講座等の開催

7 ユニバーサルデザ
インに関する出前
講座

ユニバーサルデザインを知ってもら
うため、実際の事例の写真等を多く
掲載して説明したほか、身のまわり
にある製品のユニバーサルデザイン
に配慮している箇所やまちなかの具
体的事例を紹介することで、より身
近にユニバーサルデザインを感じて
もらえるよう工夫に努めた。内容に
ついては受講者の年齢等に配慮した
構成とした。また、ユニバーサルデザ
インを推進するには、一人ひとりの思
いやりのこころが重要であることか
ら、特に「こころのユニバーサルデザ
イン」に重点を置いた内容とした。

【令和2年度実績】2件

受講者に合わせた講座を行い、
ユニバーサルデザインの理解に
つなげることができた。

今後も受講者の年齢等に配慮し
ながら、クイズや身のまわりのユ
ニバーサルデザインの事例を紹
介することで、分かりやすい説明
を心がける。また、「こころのユニ
バーサルデザイン」の実践につな
がるよう、さらなる内容の充実を
図っていく。

協働・男女
参画室

3



№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

8 【令和元年度より】
ユニバーサルデザ
イン体験講座

小学生を対象に、身近なユニバーサ
ルデザインを学べる講座を開催し
た。なお、今年度は新型コロナウイル
ス感染症感染拡大防止の観点から
参加児童を限定し、放課後子ども教
室（生涯学習総合センター主催）の
活動団体「城西っ子1455」のプログ
ラムの一つとして生涯学習総合セン
ターと合同開催とした。

【日時】令和2年11月20日
【対象】小学1～5年生
【テーマ】学校のユニバーサルデザイ
ンを探してみよう！
・ユニバーサルデザインって何だろ
う？
・学校のユニバーサルデザインを探
してみよう！
【参加者】24名（小学生19 名、コー
ディネーター等5名）

ユニバーサルデザインが身近に
あることへの子どもたちの気付
きと理解が深まった。また、子ど
もたちの体験を通じて保護者等
の大人のユニバーサルデザイン
への理解にもつながった。

子どもたちが理解しやすい内容や
テーマ、参加しやすい時期を検討
しながら、幼少期におけるユニ
バーサルデザインの意識醸成の
ため継続して実施する。

協働・男女
参画室

4



№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

9 ユニバーサルデザ
イン講演会

市民、事業者、職員を対象
に、LGBTに関する基本的な知識と
ユニバーサルデザインの視点から
LGBTを学ぶ講演会と、LGBT 当
事者である講師をコーディネーター
に、認知症の高齢者を支援している
方、外国籍の方、障がいのある方と
多様性への理解と配慮の意識づくり
へつなげるトークセッションを開催し
た。また、講演会において手話通訳
を行った。

【日時】令和2年8月6日

【第 1部　講演会】
演題：「普段着の LGBT－みんなが
暮らしやすいユニバーサルデザイン
のまちへ－」
講師：堀川　歩 氏（株式会社アカル
ク　代表取締役）

【第2部　トークセッション】
テーマ：「誰もが自分らしく暮らしや
すいまちとは」
コーディネーター：堀川　歩 氏（株式
会社アカルク　代表取締役）
スピーカー：遠藤　祐子 氏（認知症
を考える会あいづの種）、長谷川　
ジョシィー 氏、長谷川　信義 氏

【参加者】66名

平成29年度、30年度は「ここ
ろのユニバーサルデザイン」を
テーマとし、多様性の尊重やノー
マライゼーション、ダイバーシティ
の理解につながった。令和元年
度、2年度には「LGBTへの理
解」をテーマとし、知識不足によ
る偏見や差別の解消に向けた学
びの機会とすることができた。

市民や事業者等へユニバーサル
デザインの理念の普及・啓発を図
るため、様々なテーマやアプロー
チによる講演会を開催していく。

協働・男女
参画室
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○学校におけるユニバーサルデザイン教育の推進

10 総合的な学習の
時間、キャリア教
育、ボランティア学
習

各小中学校におけるキャリア教育や
総合的な学習の時間において、職業
体験等を通し、ユニバーサルデザイ
ンについての学習を行った。

各小中学校におけるキャリア教
育や総合的な学習の時間におい
て、ユニバーサルデザインについ
ての理解が深まった。

今後もユニバーサルデザインの理
解促進を図るため、各小中学校に
おけるキャリア教育や総合的な学
習の時間での介護福祉施設や医
療機関等の見学、職業体験の取
組について支援していく。

学校教育
課

11 学校支援図書セッ
ト及び関連図書の
貸出

市内の小学校へ、「福祉」関連図書
を集めた学校支援図書セットの貸出
を行った。

【貸出回数】２回

小学校の授業で、点字や手話、
バリアフリー、ユニバーサルデザ
インに関する図書を集めた「福
祉」の学校支援図書セットを利
用いただくことで、福祉について
学び、障がいのある人への理解
を深める一助となった。

今後もユニバーサルデザインやバ
リアフリー関連図書を購入し、資
料の充実を図るとともに、小学校
でのユニバーサルデザイン教育の
一助となるよう、学校支援図書
セットの充実や広報に努めてい
く。

生涯学習
総合セン
ター

○ミニ展示コーナー「障がいを知る本」の設置

12 【平成30年度よ
り】
ミニ展示コーナー
「障がいを知る本」
の設置

12月3日から12月9 日の「障害
者週間」に合わせ、「障がいを知り理
解を深めよう～障がい者とともに歩
む共生社会に向かって」をテーマに
図書館内に展示コーナーを設けた
（展示期間11月27日～12月27
日）。その際、市が発行した「ユニ
バーサルデザイン推進プラン」やバリ
アフリー関連図書等を展示・貸出し、
利用者へ情報提供を行った。

関連図書の展示・貸出やチラシ
等の配布を行うことで、ユニ
バーサルデザインやバリアフリー
についての理解を深める一助と
なった。

今後も引き続き関係各課と連携
し、ユニバーサルデザインやバリ
アフリー関連図書の展示・貸出や
チラシ等の配布を行い、利用者へ
の情報提供に努めていく。

生涯学習
総合セン
ター

○會津稽古堂ツアーの実施

13 【平成30年度よ
り】
會津稽古堂ツアー
の実施

會津稽古堂ツアーにおいて、施設の
バリアフリーやユニバーサルデザイ
ンについて、案内を行う予定だった
が、申込がなかった。

【実施回数】0回

會津稽古堂のバリアフリーやユ
ニバーサルデザインに触れたり、
体験することにより、理解を深め
る機会を創出することができた。

今後も引き続き會津稽古堂のバ
リアフリーやユニバーサルデザイ
ンを紹介する事業を継続してい
く。

生涯学習
総合セン
ター

6



№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○小中学校障がい理解推進事業

14 【平成30年度よ
り】
小中学校障がい
理解推進事業

学齢期において、障がいについて正
しく学ぶことは、社会教育、人権教育
の観点からも非常に重要であるた
め、学校での障がい理解の授業の
際、市が講師の派遣や授業のコー
ディネートを行う事業を行っている。
令和２年度においては新型コロナウ
イルスの影響もあり、学校からの依
頼はなかった。

学齢期の児童、生徒を対象に障
がい理解に関する啓発を実施
し、効果的であった。令和２年度
は新型コロナウイルスの影響も
あり、広報に力を入れることもで
きず、実施件数は伸び悩んだ。

小中学校に講師を派遣するとい
う事業の特性をふまえ、新型コロ
ナウイルスの状況をみながら実施
可能な範囲で事業を続けながら、
実施件数の増加を図っていく。

障がい者
支援課

重点施策３　「思いやりのこころ」づくり

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○男女共同参画に関する出前講座等の開催

15 男女共同参画推
進に関する出前講
座等の開催

講座資料に写真やグラフを多く使用
することで見やすくするなど、ユニ
バーサルデザインに配慮した。

【令和2年度実績】1件

講座資料の文字と写真やグラフ
のバランスを取ることで、伝わり
やすく、分かりやすい講座内容と
することができた。

ユニバーサルデザインに配慮しな
がら、広く市民へ意識啓発や周知
を図っていく。

協働・男女
参画室
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○男女共同参画に関する出前講座等の開催

16 記念事業等の開
催

市民実行委員による第19 回福島県
男女共生のつどい in会津若松を開
催し、講演等で手話通訳を行った。

【日時】令和2年11月 14日
【内容】講演会、作文朗読、企業等に
よる取組発表など
【会場】會津風雅堂
【参加者】約300名

性別にかかわらず、多様な状況
にある方々への配慮について啓
発を行うことができた。

男女共同参画の意識の普及・啓
発を図るため、講演会等を開催し
ていく。

協働・男女
参画室

○障がいのある人への理解に関する講習会等の開催

17 まちづくり講演会 新型コロナウイルス感染防止のため
実施せず

主に障がい理解について講演を
行うことで、効果的な啓発ができ
た。手話通訳や磁気ループなど
の準備をし、誰でも参加してい
ただけるよう配慮することができ
た。

様々な媒体で広報をしているが、
参加者は障がい関係者が中心と
なってしまっているため、今まで
興味がなかった層に対するアプ
ローチを検討する必要がある。新
型コロナウイルスの状況をみなが
ら事業を継続していく。

障がい者
支援課

18 手話講習会 新型コロナウイルス感染防止のため
実施せず

講座を通して手話や聴覚障がい
者に対する理解が広がってい
る。

引き続き開催し、理解を広げてい
く。

障がい者
支援課

19 点字講習会 新型コロナウイルス感染防止のため
実施せず

講座を通して、点字や視覚障が
い者に対する理解が広がってい
る。

引き続き開催し、理解を広げてい
く。

障がい者
支援課

20 障がい者理解を
深める出前講座

障がいのある人に対する理解と広く
地域福祉の向上を図るために出前
講座を開催した。

【実施回数】5回
【参加者数】122名

年によってばらつきはあるが、毎
年一定数の講座依頼があり、市
民に対する障がい理解の促進に
寄与できている。

・更なる障がい及び障がい者理解
促進のため、機会を捉えて出前講
座の周知を進めていく。
・今年度メニューを増やしたが、
今後も市民ニーズを鑑みメニュー
調整等を検討していく。

障がい者
支援課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○障がいのある人への差別解消に向けた民間事業者への意識啓発

21 【再掲】
まちづくり講演会

新型コロナウイルス感染防止のため
実施せず

主に障がい理解について講演を
行うことで、効果的な啓発ができ
た。手話通訳や磁気ループなど
の準備をし、誰でも参加してい
ただけるよう配慮することができ
た。

様々な媒体で広報をしているが、
参加者は障がい関係者が中心と
なってしまっているため、今まで
興味がなかった層に対するアプ
ローチを検討する必要がある。新
型コロナウイルスの状況をみなが
ら事業を継続していく。

障がい者
支援課

22 【再掲】
障がい者理解を
深める出前講座

障がいのある人に対する理解と広く
地域福祉の向上を図るために出前
講座を開催した。

【実施回数】5回
【参加者数】122名

年によってばらつきはあるが、毎
年一定数の講座依頼があり、市
民に対する障がい理解の促進に
寄与できている。

○更なる障がい及び障がい者理
解促進のため、機会を捉えて出前
講座の周知を進めていく。
○今年度メニューを増やしたが、
今後も市民ニーズを鑑みメニュー
調整等を検討していく。

障がい者
支援課

○高齢者理解に関する講座等の開催

23 認知症サポーター
養成講座

小学生から高齢者までの市民や職
域団体等を対象に、認知症の理解を
深め地域で支える認知症サポーター
養成講座を開催した。

・小学生：2回　30名
・職域団体：9 回　204名
・一般市民：17回　234名

小学生から高齢者までの幅広い
年代の市民や職域団体の方々
が、認知症に関する正しい知識
を習得し、認知症への理解が広
がっている。

認知症の人と家族が安心して生
活するためには、市民一人ひとり
が認知症についての正しい知識
を持ち、理解することが重要であ
ることから、継続して認知症に関
する知識の普及啓発を推進する。

高齢福祉
課

○子ども人生講座の実施

24 子ども人生講座の
実施

市内小学校において、外部講師によ
る男女平等教育の推進を図った。
・講座名：子ども人生講座「男女平等
を考える」

【対象】小学校５又は６年生
【実施校】市内小学校全19校（市
立：18校、私立：１校）

市内のほとんどの小学校に参加
いただき、好評を得ている。授業
参観として実施する学校もあり、
保護者への意識啓発にもつな
がった。

小学生のうちから男女平等や多
様性の意識醸成を図り、協力しな
がら共に生きることの大切さを学
ぶ講座であり、好評であることか
ら、内容の充実を図るとともに引
き続き全小学校へ積極的な参加
を促す。

協働・男女
参画室
（学校教育
課）
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○性教育の充実

25 教育活動における
性教育の実践

各小中学校において、人権尊重・男
女平等、特に生命尊重の精神に基づ
く正しい異性観、豊かな男女の人間
関係を築くことができるよう、各学校
では性教育全体計画・人権教育全
体計画をもとに、各教科・道徳科・特
別活動と関連を図り、授業を工夫し
ながら学習を実施した。

各小中学校では、人権尊重・男
女平等、特に生命尊重の精神に
基づく正しい異性観、さらに、豊
かな男女の人間関係を築くこと
の大切さ等の理解が深まった。

今後も各小中学校において、性
教育全体計画や人権教育全体計
画の改善を図るとともに、各教
科・道徳科・特別活動と関連を十
分に図り、授業をさらに工夫しな
がら学習を実施していく。

学校教育
課

○青少年の心を育てる市民行動プラン事業

26 青少年の心を育て
る市民行動プラン
事業

あいづっこ宣言の大人への普及啓
発のため、市内民間企業１社に、あ
いづっこ宣言啓発用パネルを贈呈す
るとともに、従業員への宣言の周知、
宣言に込められた想いの理解促進
等への協力を依頼した。

子どもへの普及啓発はもとより、
民間企業へ協力を依頼し、大人
への普及啓発を行った。すべて
の世代へ向けて「あいづっこ宣
言」の想いを理解してもらうよう
努め、「思いやりのこころ」の大
切さについて、「あいづっこ宣
言」を通した理解浸透を図った。

今後も継続して「あいづっこ宣言」
の普及啓発を行う。特に大人への
周知と込められた想いの理解促
進のため、年間複数の民間企業
に対する普及啓発の協力依頼を
継続し、「思いやりのこころ」の大
切さについて、啓発に努めてい
く。

あいづっこ
育成推進
室

○市民憲章推進委員会事業

27 市民憲章推進委
員会への支援

市民憲章推進委員会が実施する各
種事業の多くが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から中止と
なったが、可能な範囲で実施した小
さな親切運動や普及・啓発活動への
支援を行った。

市民憲章推進委員会が行う各
種事業や普及・啓発活動により
市民憲章に対する理解を深める
とともに、市民参加の実践活動
を通してよりよいまちづくりの推
進を図ることができた。

引き続き、市民憲章の普及・啓発
やさまざまな実践活動を通してよ
りよいまちづくりを目指す市民憲
章推進委員会を支援していく。

環境生活
課

○利用マナーの啓発

28 利用マナーの啓発 視認性を確保するため、車椅子、高
齢者、妊産婦等の優先駐車場マーク
と区画ラインの劣化状況を確認し、
必要に応じて修繕を行った。

車椅子、高齢者、妊産婦等の優
先駐車場マークと区画ラインの
設置後、劣化状況を確認しなが
ら、必要に応じ修繕を行った。

引き続き、劣化状況の確認を行
う。また、優先駐車場の表示を行
いながら利用マナーの向上を
図っていく。

総務課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

29 利用マナーの啓発 多目的農村広場利用者に対して、申
請時に利用マナーの啓発に努めた。

利用マナーを啓発することによ
り、利用者に快適な施設利用を
提供することができた。

今後も継続して、利用マナーの啓
発に努める。

農政課

30 利用マナーの啓発 一般財団法人会津若松市公園緑地
協会や一般財団法人会津若松観光
ビューローに働きかけ、施設職員に
よる巡視や案内・注意看板の改善・
改修等に努め、マナーの啓発・向上
を図った。

施設職員による巡視や案内・注
意看板の改善・改修等に努め、
マナーの啓発・向上に一定程度
寄与できた。

今後も引き続き、施設職員による
巡視や案内・注意看板の改善・改
修等に努め、マナーの啓発・向上
に努める。

まちづくり
整備課

○まちの美化推進

31 生活環境保全推
進員

市生活環境の保全等に関する条例
に基づき委嘱した生活環境保全推
進員を各地区に配置し、ポイ捨て、
犬ふん放置、自転車の放置、野焼き
について情報の提供及び啓発指導
を行うとともに、捨てられたごみや放
置された犬ふんの回収を行ってい
る。（週 1回程度）

【生活環境保全推進員配置人数】
各地区 （16地区）　24名
重点区域（4箇所）　 9 名

生活環境保全推進員が地区内
をパトロールしながら、散乱ごみ
等を回収することにより、市民の
快適な生活環境が保たれてい
る。

関連団体と連携しながら、モラル
向上を図るための活動を継続す
ることにより、地域の快適な生活
環境を保全していく。

廃棄物対
策課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

32 ポイ捨て・犬ふん
マナー向上推進事
業

新型コロナウイルス感染防止のため
例年実施していた市民協働での一
斉清掃は中止し、県が主催している
「クリーンふくしま」への参加を、会津
若松市ポイ捨て・犬ふんマナー向上
市民会議構成員へ依頼した。
また、狂犬病予防注射実施日に合わ
せ、犬ふん回収袋付き啓発チラシを
飼い主に配布し、犬ふん放置禁止の
啓発を行った。
さらに、ポイ捨て及び犬ふん放置禁
止の看板の無料配付を行うととも
に、生活環境保全推進員による啓
発・指導を実施することにより、禁止
事項の周知・徹底を図った。

啓発活動や生活環境保全推進
員による啓発活動・指導により、
ポイ捨て・犬ふん放置の件数は
減少傾向にある。

ポイ捨て・犬ふん放置の件数は減
少傾向にあるが、まだまだ無く
なってはいないので、引き続き啓
発活動や指導を実施していく必
要がある。

環境生活
課

重点施策４　「おもてなしのこころ」づくり

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○まちなか観光ボランティアガイド事業

33 観光ボランティア
ガイド

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により、令和２年度はガイド活動を
休止したため、実績なし。

平成29年から令和元年にかけ
て、観光施設・まちなかにて観光
ガイドを行い、観光客の利便性
の向上を図ることができた。

今後も、新型コロナウイルス感染
症拡大の状況を注視しつつ、継続
して活動を行う。

観光課

12



№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○市民総ガイド運動事業

34 市民総ガイド運動
事業

市民一人ひとりが観光客を温かく迎
えるおもてなしの取組を行った。

・観光スポット等の快適性チェック
・クリーンアップの実施
・おもてなし向上講座の開催
・赤べこと疫病退散をイメージした卓
上のぼりを配布・店先等への飾りつ
けを加入団体に依頼し、観光客に安
心して訪れていただけるようなおも
てなしを実施

市民一人ひとりが観光客を温か
く迎えるおもてなしの取組を実
施できた。

今後も、おもてなしの方法を工夫
しつつ継続して活動を実施する。

観光課

○まちなか観光の推進

35 まちなかライトアッ
プ事業

市内の歴史的・魅力的な建造物をラ
イトアップし、夜の城下町観光を定着
させ、滞在型観光の推進に努めた。

市内の歴史的・魅力的な建造物
をライトアップし、夜の城下町観
光を定着させ、滞在型観光を推
進することができた。

今後も継続して実施する。 観光課
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重点施策５　市職員のさらなる意識の向上

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○研修会等の実施

36 職員研修の実施 新規採用職員（後期）研修の科目の
一つとして、「ユニバーサルデザイン
研修」を実施した。

【日時】令和2年10月8 日（木）
（45分）
【受講者】令和2年度新規採用職員
29 名
【内容】庁内講師によりユニバーサル
デザインに係る研修を実施した。
上記の研修実施により、職員への意
識啓発が一定程度図られた。

階層別研修として新規採用職員
に対し実施することにより、職員
の意識啓発を図ることができた。

引き続き、新規採用職員を対象と
した研修を実施し、職員の意識啓
発を図る。

人事課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○障がいのある人への差別解消に向けた市職員への意識啓発

37 職員研修の実施 職員が、障害者差別解消法の趣旨
や様々な障がいの特性や必要な配
慮についての理解を深め、適切な対
応が実践できるようにするため以下
の研修を実施した。

①障がい・障がい者理解を深める研
修
【日時】令和２年10月７日
【受講者】新規採用職員29 名
【講師】障がい者支援課長

②障がい福祉研修
【日時】令和２年11月６日
【受講者】採用後３年目職員　20名
【講 師】特定非営利活動法人ふれあ
いづスマイル　石崎　恭子　理事

③認知症サポーター養成講座
【日時】令和２年11月６日
【受講者】20名
【講師】会津若松市在宅医療・介護
連携支援センター　大堀　晃寛　氏

新規採用職員をはじめ庁内職
員に対し、障がい者福祉の理解
と職員としての資質向上を図る
ため、各種研修を実施した。
特に、採用後３年目職員につい
ては、障がい当事者である講師
の実体験に基づく講話を聴講し
たことで、障がいへの理解を深
めることができた。

今後も引き続き、研修を継続して
いくとともに、障がい者福祉に係
る国の方針や社会状況の変化を
的確に捉え、工夫を凝らしながら
実施していく。

人事課

○庁内における情報共有

38 庁内における情報
共有

市政モニターアンケート結果を全所
属へ共有した。

市民のユニバーサルデザインに
対する意識や意見を庁内で共有
し、各事務事業の参考とすること
ができた。

市民の意識や意見の集約に有効
な手法であるため、毎年度の状況
に応じた設問を検討しながら継続
していく。

協働・男女
参画室
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分野別取組２　「すべての人のため」の暮らしづくり

（１）地域・社会環境

重点施策１　みんなで支え合う地域づくり

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○ボランティア活動による地域づくり

39 地域支援ネット
ワークボランティア

ボランティア協力員を募り、高齢者や
障がいのある方に対するゴミ出しや
話し相手などの家庭的な支援を提供
した。

【ボランティア登録人数】　　　
152名（令和3年3月末現在）

新規登録者については、年々増
加傾向にあり、支援が必要な世
帯への支援を行い、地域包括ケ
アシステムの担い手の一翼とし
て役割を果たしている。

高齢者が住み慣れた地域で自分
らしく生活し続けられるよう、高齢
者の生活支援の推進や支援ネッ
トワークの強化を図るためにはボ
ランティアの参画が重要であるこ
とから、引き続きボランティア精神
の育成と、活動しやすい体制を整
備していく。

高齢福祉
課

40 地域自立支援協
議会活動支援部
会

障がい者の文化活動への参加推進
のため、作品の展示機会を創出し、
令和２年７月から令和３年３月まで会
津若松駅の待合室や会津若松市の
文化センターに作品展示をした。ま
た、文化課主催のまちなかアートプ
ロジェクトと連携し、令和２年10月３
日から10月９日まで、市内事業所
の52点の作品を展示し、434名の
来場者となった。

平成29年から比較し、作品の
展示箇所が増加。新たに一般の
方も利用する駅や文化センター
への展示を行ったことで障がい
のある方の社会参加の推進に寄
与したと考える。
まちなかアートプロジェクトへの
参加について、他団体と同施設
内に展示を行ったことにより交
流の機会が生まれた。

事業所や団体に所属している方
の作品は展示まで結びつきやす
いが個人で作品制作を行ってい
る方に対する周知・募集方法の工
夫が課題。
事業継続により、引き続き障がい
理解促進、文化芸術活動推進に
努めていく。

障がい者
支援課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○余暇活動支援事業

41 余暇活動支援事
業

障がい者及び障がい児に対し、各種
講習やイベント等を開催し、社会参
加のきっかけを作るとともに、地域住
民との交流を図っている。また、気軽
に立ち寄って交流や活動ができる集
いの場として「余暇活動支援セン
ターふらっと」を運営している。

【延べ利用人数】2,559 人

障がいのある人の社会参加促
進、地域との交流、自主活動支
援につながっている。
令和2年度は新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で、イベント
の縮小及び利用者の外出自粛
の影響があり、利用者数が減少
した。

土日等の休日を適切に過ごすこ
とが難しく、生活リズムを崩してし
まう障がいのある人や継続して就
労や障がい福祉サービス事業所
に通所することが困難である人の
居場所機能の確保と社会参加を
促進するために、今後も障がいの
ある人が気軽に立ち寄ることがで
き、社会参加につながる場所とし
て事業を実施していく。

障がい者
支援課

○地域ふれあい事業

42 地域ふれあい事
業

介護予防に関する講師の派遣や地
域包括支援センターによる新たな活
動団体の育成、継続団体への支援
等を行った。

事業の支援により、みんなで支
え合う地域づくりを推進すること
ができた。

みんなで支え合う地域づくりを推
進するために、地域ふれあい事業
について、新たな活動団体の育
成、継続団体への支援等を引き
続き行っていく。

高齢福祉
課

○まちなか交流の場づくり事業

43 まちなか交流の場
づくり事業

商店街における空き店舗等を活用し
たコミュニティの場づくりやイベント
等に対し支援を行った。

商店街における空き店舗を活用
したコミュニティの場づくりやイ
ベント等に対し支援を行ったこと
で、多様な市民の来街が促進さ
れ、賑わい創出につながった。

引き続き、交流の場づくりに関す
る商店街や団体等の活動につい
て支援していく。

商工課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○コミュニティセンター運営事業

44 コミュニティセン
ター運営事業

コミュニティセンター利用者からの要
望に基づき、冷暖房設備の設置や駐
車場の舗装、トイレ便座の交換など
の改修を行い、利便性の向上を図っ
た。
新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止のため、コミュニティセンター活
性化のための研修会は開催しなかっ
たが、指定管理者で構成・開催して
いる会長・事務長会議に参加し、コ
ロナ禍における適正な管理運営につ
いて意見交換を行った。

○トイレの洋式化などの改修工
事等を実施するとともに、利用
者からの要望を踏まえた冷暖房
設備について、年次計画により９
館中６館に設置し、特に夏場の
利用に係る利便性と安全性の向
上が図られた。
○コミュニティセンター活性化の
ための研修会を開催し、管理運
営や事業展開に係る講習等を行
い、地域コミュニティの育成・発
展及び活性化の推進が図られ
た。

冷暖房設備が未設置となってい
る３館への整備と併せて、改修や
修繕等を年次計画に基づきなが
ら実施し、施設の長寿命化ととも
に、利用者が安全・安心して利用
できる環境づくりを進めていく必
要がある。

環境生活
課

○町内会や関係団体との連携強化

45 町内会や関係団
体との連携強化

市区長会等との継続した連携による
町内会加入促進策の実施により、町
内会加入率が９割を超える高い水準
で推移している。

〇町内会活動ガイドブックの作
成・配付
〇市区長会のホームページの更
新
〇地区区長会交付金制度の創
設支援
〇市・市区長会・県宅地建物取
引業協会会津若松支部とで「町
内会への加入促進に関する協
定」を締結するなど、町内会や市
区長会活動への支援に取り組ん
だ。

地域の活性化や防犯・防災、環境
保全、福祉など様々な地域課題
の解決に向けて、地域と行政が共
に考え、取り組んでいくことが必
要となっていることから、地域コ
ミュニティの基礎である町内会の
活動促進や加入促進について市
区長会と連携して、より効果的な
支援策を検討し実施していく。

環境生活
課

○集会所整備事業補助事業

46 集会所整備事業
補助事業

屋根や雨樋、床の改修、トイレの洋式
化など、施設の利用者が安全・安心
して利用するために町内会等が実施
する改修工事への補助を行った。

町内会や自治会で所有する集
会所の修繕等に要する経費の一
部補助を行うことにより、地区住
民の負担軽減とともに、利便性
の向上と安全の確保が図られ
た。

各町内会及び自治会から、毎年
一定の修繕や改修等の要望が寄
せられていることから、今後も継
続して補助を実施し、地区コミュ
ニティ活動の拠点となっている集
会所維持のため、支援していく。

環境生活
課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○国際交流推進事業

47 会津若松市国際
交流協会負担金

会津若松市国際交流協会に負担金
を交付し、同協会の国際交流事業を
支援した。

外国人住民の生活を支援し、市
民の国際理解を深めるために会
津若松市国際交流協会に負担
金を交付し、同協会の国際交流
事業を支援した。

今後も引き続き会津若松市国際
交流協会に負担金を交付し、同
協会の事業を支援していく。

企画調整
課

重点施策２　社会参加・参画しやすい環境づくり

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○就労機会の確保

48 就労機会の確保 就業困難な障がいのある方や高齢
者等の雇用促進に向け、地域内の企
業に対し、国や県の各種助成制度等
の周知徹底を図り、就労機会の確保
に努めた。

障がいのある方や高齢者等の雇
用促進に向け、ハローワークと連
携し、地域内の企業に各種制度
の周知を行い、令和２年度に開
催した「働き方改革推進セミ
ナー」においては高齢者雇用安
定法の改正について説明を行
い、就労機会の確保に向け更な
る働きかけを行った。

引き続き国や県の助成制度や、雇
用に関する相談窓口等の周知を
図り、就労機会の確保に努めてい
く。

商工課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

49 障がい者ワーク
シェアリング事業

一般就労に向けて訓練している障が
い者に庁内で作業の機会を提供して
いる。

【実施回数】10回（24日間）
【延べ参加人数】264名
【体験内容】
お祝いメッセージカード作成、文書発
送作業、花の苗ポットの仕分け作業、
小冊子作製など

基本的に月に１回程度、事業を
実施した。参加していただき、そ
の対価として謝礼金を支払うこ
とで、就労意欲の喚起を図っ
た。
令和２年度は新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により、業務
実施の中止や縮小を行った。そ
のため、利用者数が減少した。

本事業は一般就労に向けて訓練
している障がい者や障がい福祉
サービス事業所からのニーズが
高く、地域に向けて障がい者の雇
用を促す役割も担っている。
また、作業はあるが、能力的に遂
行可能か分からずメニューの提
供に繋がっていなかったケースが
あった。
改めて障がい者の理解と一般就
労への促進を図るために事業を
継続して実施していく。

障がい者
支援課

50 障がい者雇用優
良事業所顕彰事
業

他の事業所の模範となる事業所を障
がい者雇用優良事業所として表彰し
た。
また、その取組を市のホームページや
市政だより等を通して広く啓発するこ
とにより、障がい者雇用の理解促進と
障がい者雇用環境の向上を図った。

【受賞企業数】１社

障がい者雇用についての社会
意識の高い事業所を、社会貢
献優良事業所として表彰すると
ともに、広く市民へ広報・啓発す
ることで、障がい者の一般就労
の場を確保を図り、障がい者雇
用に対する企業の関心が高
まった。

障がい者雇用の理解促進と障が
い者雇用環境の向上のため、引
き続き障がい者雇用優良事業所
の表彰を実施するとともに、表彰
事業所の新たな広報方法の検討
を行う。

障がい者
支援課

51 地域自立支援協
議会就労部会

障がいがあっても、一人ひとりの個性
や能力を活かすことのできる働きの
場、機会を得られ、また、安心して働
き続けることができるよう、雇用に係
る企業相談、啓発その他の仕組みづ
くりに取り組んだ。市ホームページの
二次元バーコードを掲載した障がい
者雇用啓発のチラシを経済団体等の
協力で配付し、障がい及び障がい者
の就労への理解促進のための研修会
を開催した。

障がい者雇用の啓発や企業向
け相談窓口の周知のためのチ
ラシの配付や、他就労支援機関
との意見交換会、事業者向け研
修会による障がいのある人や事
業所への就労への意識啓発を
継続して実施した。

関係機関との連携を図りながら、
企業啓発（雇用先拡大）の働きか
けや、支援者のスキルアップのた
めの研修会の開催、定着支援の
強化のための仕組み作りの検討
を継続して実施することで、障が
い者の一般就労の促進に取り組
む。

障がい者
支援課
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平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○就労福祉の充実

52 会津若松市勤労
青少年ホームの管
理運営

一般財団法人会津若松市勤労者福
祉サービスセンターを指定管理者と
して指定し、会津若松市勤労青少年
ホームの管理運営業務を委託してい
る。
勤労青少年ホームは、市内の15～
35歳の方を対象に、スポーツ・文化
系のクラブ活動や各種講座の開催、
仕事・就職に関する相談・カウンセリ
ングの実施等を通じて、市内の若者
の「生きがいづくり」「働きがいづくり」
「仲間づくり」「スキルアップ」等のコ
ミュニティの場として運営されてい
る。

クラブ活動や各種講座の開催、
相談・カウンセリングの実施等を
通じて、若者の「生きがいづく
り」「働きがいづくり」「仲間づく
り」「スキルアップ」等のコミュニ
ティの場として活用されている。

引き続き豊富な内容のクラブ活動
や講座を継続して開催し、利用登
録者数の増加を図る。
本ホームを含む市文化センター
施設の老朽化が進んでいるため、
修繕計画を作成した上で、活動上
支障が出る箇所や危険な箇所に
ついては優先的に修繕を行い、利
用登録者が安全で快適に利用で
きる環境づくりを進めていく。

商工課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○ワーク・ライフ・バランスの推進

53 男女共同参画推
進事業者表彰

男女がともに働きやすい環境づくり
や仕事と家庭の両立支援、女性活躍
について、積極的に取り組んでいる
市内事業者を表彰し、その取組を広
く周知することにより、他事業者への
普及拡大を図ることを目的として
行っている。市内事業所約450社に
チラシを送付、また商工課・契約検査
課・会津若松商工会議所等の窓口に
チラシ配置を依頼。２事業者より応募
があり、「男女共同参画審議会」にお
いて審査を行い、選定した事業者を
表彰した。（累計 41社を表彰）

【受賞事業者】
・花春酒造株式会社
・株式会社向瀧
【表彰式】
令和３年1月14日　市長室にて表
彰状授与・記念品贈呈。
・男女共同参画情報紙「ぱーと
なー」、市ホームページ、会議所
ニュース（会津若松商工会議所）に取
組を掲載。

着実に表彰事業者が増え、事業
者間で男女がともに働きやすい
環境づくりや女性活躍への理解
が広がり、また、企業価値の向
上につながっていると考えられ
る。

表彰制度を継続し、働きやすい環
境づくりやワーク・ライフ・バランス
推進に取り組む。現状や課題認
識を共有するためのフォローアッ
プ講座等を検討する必要がある。

協働・男女
参画室

○イベント等における手話通訳・託児等の設置

54 【再掲】
まちづくり講演会

新型コロナウイルス感染防止のため
実施せず

主に障がい理解について講演
を行うことで、効果的な啓発が
できた。手話通訳や磁気ループ
などの準備をし、誰でも参加し
ていただけるよう配慮すること
ができた。

様々な媒体で広報をしているが、
参加者は障がい関係者が中心と
なってしまっているため、今まで
興味がなかった層に対するアプ
ローチを検討する必要がある。新
型コロナウイルスの状況をみなが
ら事業を継続していく。

障がい者
支援課
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55 子育て講演会ＤＶ
防止講演会

講演会において、子育て中の保護者
や聴覚障がい者も安心して気軽に参
加できるよう、同建物内で託児室を
設置し、また、講演中は手話通訳を
行った。

①子育て講演会
【開催日】令和２年10月31日
【参加者数】39 名

②ＤＶ防止講演会
【開催日】令和２年11月19 日
【参加者数】38 名

講演会において、子育て中の保
護者や聴覚障がい者も安心し
て気軽に参加することができる
よう、託児室の設置や講演内容
の手話通訳を行うなど、ユニ
バーサルデザインに配慮した講
演を行うことができた。

託児室の設置や手話通訳の配置
を継続しながら、事業を実施す
る。また、新型コロナウイルス感染
症の予防のため、手指の消毒や
来場時の検温など、安心して講演
会に参加できる体制を維持して
いく。

こども家庭
課
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56 講座等における手
話通訳・託児の設
置

①ユニバーサルデザイン講演会・トー
クセッション
講演会において手話通訳を行った。
【日時】令和２年８月６日
【第 1部　講演会】
演題：「普段着の LGBT－みんなが
暮らしやすいユニバーサルデザイン
のまちへ－」
講師：堀川　歩 氏（株式会社アカルク
代表取締役）
【第2部　トークセッション】
テーマ：「誰もが自分らしく暮らしやす
いまちとは」
コーディネーター：堀川　歩 氏（株式
会社アカルク　代表取締役）
スピーカー：遠藤　祐子 氏（認知症を
考える会あいづの種）、長谷川　ジョ
シィー 氏、長谷川　信義 氏
【参加者】66名

②第19 回福島県男女共生のつどい
in会津若松（市民実行委員による）
講演等において手話通訳と託児室の
設置を行った。
【日時】令和２年11月14日
【内容】講演会、作文朗読、企業等に
よる取組発表など
【会場】會津風雅堂
【参加者】約300名

講演会において、子育て中の保
護者や聴覚障がい者も安心し
て気軽に参加することができる
よう、託児室の設置や講演内容
の手話通訳を行うなど、ユニ
バーサルデザインに配慮した講
演を行うことができた。

今後とも様々な状況にある市民
の方に気軽に参加いただけるよ
う、手話通訳や託児の設置を継
続して実施する。

協働・男女
参画室

○参加しやすい会場づくり

57 会津ブランドもの
づくりフェア

開催中止 障がい者用駐車場・トイレ、また
乳幼児の授乳・オムツ交換等の
スペースを設置することで、す
べての方々に参加しやすい会場
づくりが実施できた。

今後もすべての方々が快適に過
ごせるような会場設営に取り組
む。

商工課
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担当課
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58 身体障がい者巡
回相談会

令和２年度は、４回開催中１回を段差
のない多目的ホールで行い、残り３
回も段差のない研修室を使用して実
施した。

早い段階での申請により、多目
的ホールや広い研修室などを準
備することができた。

利用者の利便性を考え、移動や
利用がしやすいよう、開催場所の
確保を行いたい。

障がい者
支援課

○投票しやすい環境づくり

59 衆議院議員総選
挙
参議院議員通常
選挙
福島県知事選挙
市議会議員一般
選挙及び市長選
挙
県議会議員一般
選挙

今年度実施なし 投票所における段差解消のた
めのスロープ等の設置や利用
者の需要に応じた車椅子の配
置等の標準化を図ったことによ
り投票しやすい環境がつくられ
た。

これまでの取組を継続するととも
に、更なる環境改善の方法につい
て研究・検討を行っていく。

選挙管理
委員会事
務局

○スポーツ・レクリエーションの振興

60 ジョイスポーツ
デー
【令和元年度より】
出前教室

令和２年度実施なし 出前教室の実施年度において
は、小・中学校のニーズに応じ
た活動を実施することができ
た。市スポーツ推進委員の指導
の下、個に応じた支援や援助を
行うことにより、公平な合理的
配慮の下で活動することができ
た。

東京2020オリンピック・パラリン
ピックを契機に、県教育委員会の
施策である、オリンピック・パラリ
ンピック教育の体験的な実施に向
け、計画的に実施していく。

スポーツ推
進課

○地域活動の拠点となる環境づくり

61 よろず湊屋（地区
懇談会）

令和2年度は、新型コロナウイルス
感染症対策のため、地区懇談会の開
催に至らなかった。

懇談会で指摘や提案のあった
事項を一覧化し、地域内で共有
し地区の将来を検討する貴重な
材料として活用された。

課題の明確化と共有化とともに、
課題解決を担う地域リーダーの
発掘と育成に努める。

湊公民館
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重点施策３　安全・安心な環境づくり

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○防災体制の整備

62 ICT 地域のきずな
づくり事業・Jア
ラート活用

防災情報メールの受信者数が年々増
加している。
令和2年2月：9,206⇒
令和3年2月：11,036

気象情報の伝達をはじめ、国民保護
情報の伝達訓練等での活用を行っ
た。また、令和２年度より、新型コロナ
ウイルス感染症に関する情報の配信
も開始した。さらに、あいべあを利用
した全職員の緊急連絡網の運用を継
続した。

防災情報メールの登録者が平
成29年度からほぼ倍増となっ
ており、防災意識の高まりや登
録促進の取組により登録者の
増加につながった。

防災情報メールの登録者が年々
増加しており、今後も登録促進に
向けた取組を継続して行ってい
く。
さらに、気象情報や災害情報等に
ついても継続して情報発信を
行っていく。

危機管理
課

○防災・安全情報の充実

63 【再掲】
ICT 地域のきずな
づくり事業・Jア
ラート活用

防災情報メールの受信者数が年々増
加している。
令和2年2月：9,206⇒
令和3年2月：11,036

気象情報の伝達をはじめ、国民保護
情報の伝達訓練等での活用を行っ
た。また、令和２年度より、新型コロナ
ウイルス感染症に関する情報の配信
も開始した。さらに、あいべあを利用
した全職員の緊急連絡網の運用を継
続した。

防災情報メールの登録者が平
成29年度からほぼ倍増となっ
ており、防災意識の高まりや登
録促進の取組により登録者の
増加につながった。

防災情報メールの登録者が年々
増加しており、今後も登録促進に
向けた取組を継続して行ってい
く。
さらに、気象情報や災害情報等に
ついても継続して情報発信を
行っていく。

危機管理
課
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64 Jアラート利活用 Jアラートからの情報をエフエム放送
やあいべあ等と連携することにより、
緊急時の市民への情報伝達及び職
員招集を行う連絡手段として活用す
ることができた。令和２年度からは
Twitterへの連携を開始した。

Jアラートから自動連携できる
媒体を増やすことで、より多くの
方が情報を受信できる体制を
整備できた。

Jアラートからの情報について、よ
り多くの方が受信できるよう、今
後も研究を行っていく。

危機管理
課

65 「あいづっこ＋（プ
ラス）」を活用した
情報配信

「あいづっこ＋」を円滑に運用し、学
校から家庭に情報を届けることによ
り、学校と家庭のコミュニケーション
の強化を図ることができた。
また、「あいづっこ＋」の利便性向上
を目的として、新機能の追加やレイア
ウトの改修を実施した。

ユニバーサルデザインの視点か
ら、より多くの方が使いやすくな
るよう、ホームページ及びアプリ
ケーションの運用と改修を実施
したことにより、学校と家庭のコ
ミュニケーションの強化を図る
ことができた。

今後も「あいづっこ＋」をユニ
バーサルデザインの視点、利用者
のニーズ及び社会情勢の変化に
沿った運用及び改修を実施する
ことで、よりわかりやすく教育情
報を発信していく。

学校教育
課

○災害時要配慮者支援

66 避難行動要支援
者名簿登録制度

名簿登録対象者からの同意書情報
をもとに名簿を作成し、町内会や民
生委員・児童委員等の避難支援等関
係者への名簿提供を行った。
　

浸水想定区域や土砂災害警戒
区域等に対する防災意識の醸
成のための周知啓発を行うとと
もに、町内会や民生委員に向け
た出前講座等を通じた地域の
関係者による避難行動要支援
者名簿制度への理解促進等に
より、同意者数の増加につな
がった。

避難行動要支援者名簿への同意
者数が増加することに伴い、今
後、登録者の具体的な避難行動
にかかる個別計画の策定を進め
るため、地域の関係者や福祉事
業者等の理解促進や、協力連携
が必要となる。

危機管理
課

67 地域自立支援協
議会地域生活部
会

災害時の支え合いには、平常時から
の地域住民同士の関係作りが重要な
ことから、障がいの有無に関わらない
地域の支え合いの仕組み作りに向け
た検討を行い、活動報告書をとりまと
めた。

市総合防災訓練への参画など
を通し福祉避難所に関する報
告をとりまとめて配布すること
で、市内福祉避難所数の増加に
つなげることができた。また、地
域住民同士の関係作りに向け
検討を行い、活動報告書をまと
めることができた。

災害時の対応には地域の支え合
いが重要であるが、少子高齢化
により近所付き合いの希薄化が
進み、地域住民同士の関係作り
が課題となっている。
障がいの有無に関わらない地域
住民同士の関係作りを進めること
で、避難行動時に支援が必要な
人が近隣の住民とともに避難でき
る仕組みづくりに向け取り組んで
いく。

障がい者
支援課

27



№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○交通安全思想の高揚

68 交通安全推進事
業・会津若松市交
通対策協議会事
業・交通教育専門
員事業

朝の立しょう活動による交通事故防
止、保育所、小学校、老人クラブ等の
交通安全教室へ交通教育専門員を
派遣し、交通安全思想の普及を図っ
た。
また、毎月実施の「高齢者を交通事
故から守る日」の啓発活動をはじめ、
交通ルール、マナー遵守について、
様々な機会を捉え、周知徹底を図っ
た。

交通事故件数は減少している
が、65歳以上の高齢者が関与
する事故の割合が依然として高
い。

今後も引き続き、「高齢者を交通
事故から守る日」の啓発活動、年
齢に応じた交通安全教室を開催
し、交通安全意識の高揚を図って
いく。
また、ドライバーの横断歩道にお
ける歩行者優先の交通安全意識
も低いことから、、ドライバーへの
交通ルール遵守の啓発活動を実
施していく。

危機管理
課

○駅前自転車置き場の管理

69 駅前自転車置場
管理事業

市内８ヶ所に駐輪場を整備し、朝夕の
通勤通学者の時間帯に合わせ、市営
駐輪場の自転車整理を行った。また、
６月と10月に放置自転車撤去を実
施した。

駐輪場内の自転車整理及び放
置自転車の撤去を実施した結
果、良好な施設環境が維持さ
れ、通勤通学者の利便性及び
安全が確保された。

今後も利用者の利便性及び安全
の確保のため、道路管理者や警
察等の関係機関と連携を図りな
がら、駐輪場内の自転車整理や
放置自転車の撤去を行っていく。

危機管理
課

○防災意識の普及高揚

70 防犯推進事業 会津若松地区防犯協会連合会に負
担金を交付し、連合会の運営や防犯
活動を支援した。

会津若松地区防犯協会連合会
への負担金の交付等による活
動支援により、刑法犯認知件数
は大幅に減少した。

今後も会津若松地区防犯協会連
合会に負担金を交付し、市として
連合会の運営や防犯活動に引続
き協力、支援していく。

危機管理
課

71 【新規】
防災意識の普及
啓発

永和地区地域づくり協議会主催の
「永和地区防災デー」にて、防災VR
体験、防災ワークショップ、消防団ポ
ンプ操法実演、消防車両乗車体験、
防災関連情報展示等を行い、地区住
民の防災への関心を高めた。

地域内各種団体との連携のも
と、当初の目標通り実施でき
た。

永和地区地域づくり協議会と連
携しながら、適宜、対応していく。

北公民館
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分野別取組２　「すべての人のため」の暮らしづくり

（２）情報

重点施策１　様々な手段による情報提供

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○様々な手段による情報提供

72 議会広報紙の発
行

○声の広報議会
広報議会を音訳し、記録媒体へ録音
したものを希望者へ配布するととも
に、ホームページへ掲載した。（対象
者31名）
○点字版広報議会
広報議会を点訳した点字版広報議会
を作成し、希望者へ配布した。（対象
者20名）
広報議会のほか、４年に１度発行する
議会白書について、音訳版と点字版
を作成し、希望者へ配布した。

声の広報議会及び点字版広報
議会を作成し、希望者へ配布し
たほか、声の広報議会をホーム
ページに掲載することにより、多
くの方へ情報発信をすることが
できた。

今後も広報議会の発行に合わ
せ、声の広報議会及び点字版広
報議会を発行し、希望者へ提供し
ていく。また、より分かりやすい記
事となるよう、記載内容の工夫に
努めていく。

議会事務
局

73 点訳業務委託 視覚障がい者で、点字を読める人宛
てに通知する文書等については、点
訳をしたうえで送付した。また、市か
ら発送する文書について、希望者に
対し、点訳し送付するよう関係課への
呼びかけを行った。

【点訳件数】　 5件
【点訳枚数】752枚　※障がい者支
援課のみの実績

点訳を希望する方に点訳文書
を送付することにより、わかりや
すい情報提供を行うことができ
た。

引き続き点訳による情報提供を
行っていく。

障がい者
支援課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

74 様々な方法を用い
た情報提供

市政だより・ホームページ・ＦＭあい
づ・庁内放送等により情報提供を
行った。ごみの出し方について、ス
マートフォンによるＬＩＮＥ問い合わせ
サービスに内容を記載した。ごみ資
源物排出カレンダーを全戸配布し
た。

重層的な広報ができた。 今後も随時内容を更新しながら
様々な媒体により情報提供を
行っていく。

廃棄物対
策課

75 市政だよりやホー
ムページテレビ・ラ
ジオなどによる広
報

市政だよりを、点字・朗読・英字など
さまざまな手法を取ることによって、
より多くの人に情報が行き渡るように
努めた。市政だよりは色覚障害のあ
る人にも見やすいよう、カラードク
ターを使って確認しながら色合いを
決めた。文字についても誰もが見や
すいよう大きさやフォントに工夫し
た。また、ホームページやテレビ、ラジ
オ、メールマガジン、ＳＮＳなど、さま
ざまな媒体を使って広く情報を発信
した。

ＳＮＳのフォロワー数も伸びてお
り、さまざまな広報媒体を使い、
多くの市民に対して情報発信が
できている。

今後も、多様化する利用者のニー
ズに対応し市政だよりをはじめ、
テレビやラジオ、ＳＮＳ、メールマガ
ジンの充実を図り、より多くの人
が利用しやすい広報に努めてい
く。

秘書広聴
課

76 水道事業PR動
画の配信

本市水道事業のＰＲ動画を継続配信
中。また、ラジオや新聞による上下水
道事業のＰＲを行った。

様々な媒体によるＰＲを行った
ことにより、幅広い層に対する
広報が図られた。

今後も様々な媒体を活用した広
報に努める。

上下水道
局経営企
画課
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重点施策２　分かりやすい情報提供

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○分かりやすい情報提供

77 「分かりやすい印
刷物の作り方ポイ
ント集」活用の周
知

印刷物を作成する際、ユニバーサル
デザインの視点から、どのような点に
配慮すれば分かりやすく伝えること
ができるか、その主なポイントやヒン
トをまとめた冊子を市ホームページ
等で公表している。印刷物を作成す
るにあたっての、分かりやすく伝える
ヒントやポイントが整理されており、職
員をはじめ市民の方々に活用してい
ただき、分かりやすい情報提供につ
いて周知してきた。

分かりやすい印刷物を作るため
のポイントについて、ホームペー
ジでの広報等を通じて広く周知
することができた。

広く活用いただけるよう広報し、
特に職員には、重点的に周知して
いく。

協働・男女
参画室

78 分かりやすい情報
提供

各事業で使用している申請書やパン
フレット等の文書を点検し、高齢者の
方にとっても、読み易く、分かりやす
い内容になるよう努めた。

きめ細かな情報提供とともに介
護サービスの適切な利用の促
進に寄与した。

より複雑化している介護保険制
度について、広報誌、ガイドブッ
ク、ホームページ及び出前講座な
ど、様々な媒体を活用し、よりきめ
細やかな周知に努める。

高齢福祉
課

79 予算執行状況、財
政状況、決算概要
の公表

市政だよりや市のホームページに掲
載する際、分かりやすい語句での説
明を心がけた。また、レイアウトの工
夫や図表の使用などにより、誰が見
ても理解しやすい情報の提供に努め
た。

レイアウトの調整や図表を活用
し、掲載内容に応じたわかりや
すい情報提供を行うことができ
た。

引き続き、語句やレイアウト等の
工夫を行い、誰が見ても理解でき
る情報提供に努める。

財政課

80 分かりやすい情報
提供

これまでに引き続き、「市税等納税カ
レンダー」及び納税課作成分市県民
税特別徴収納付書をユニバーサルデ
ザインフォントで作成している。

印刷物をユニバーサルデザイン
フォントで作成することにより、
より多くの方に情報を分かりや
すく提供することができた。

引き続き、市民目線に立ち、文字
の種類や大きさ、レイアウト等を工
夫することで、分かりやすい情報
提供に努める。

納税課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

81 分かりやすい情報
提供

税務課・納税課・国保年金課共同の
取組として、平成28年度にユニバー
サルデザイン学習会に参加し、納税
通知書・納付書・納付案内文書等の
文字の種類を従来の「MSゴシック」
から、より読みやすい「ユニバーサル
デザインフォント」に変更し、令和２年
度納税通知書等を作成して納税者に
送付した。
上記のうち、案内文書は「ユニバーサ
ルデザイン診断テスト」を受診し、専
門家による診断結果と助言をもとに、
より読みやすい内容となるよう工夫し
て作成した。

納税通知書・納付書・納付案内
文書等にユニバーサルデザイン
フォントを使用することで、文字
が読みにくいと感じる高齢者を
含め、より多くの納税者にとって
読みやすい通知を送付すること
ができた。

今後も継続してユニバーサルデ
ザインフォントを使用すると共に、
より見やすい通知書等となるよう
各課で情報を共有しながら検討
を進める。

税務課
納税課
国保年金
課

82 分かりやすい情報
提供

「ごみ・資源物排出カレンダー」内の
ごみの出し方にについて表現方法を
変更し理解しやすい内容になるよう
努めた。

「カレンダーが見やすくなった」
旨の意見が寄せられた。

市民からの意見等を参考に、より
分かりやすい内容となるように努
めていく。

廃棄物対
策課

83 分かりやすい情報
提供

広島・長崎原爆被災写真パネル展、
フィルム上映会の開催チラシの文字
フォントの拡大とふりがなをふり、分
かりやすい表記を行った。

見やすさや分かりやすさを意識
しながら、適宜、チラシのデザイ
ンや表記の改善を行った。

多色刷りにおいては、カラーユニ
バーサルデザインに配慮するな
ど、引き続き、誰もが見やすく、分
かりやすい情報発信を行ってい
く。

総務課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

84 下水道事業の普
及啓発活動

戸別訪問におけるパンフレットの配布
等による普及啓発活動を行った。
【訪問件数】3,437世帯（R3.3月末
現在）
※戸別訪問自粛期間は主要不動産
取引業者へ訪問し接続要請を行っ
た。

また、下水道事業への理解と協力要
請は、下水道工事説明会や受益者負
担金説明会を実施できなかったた
め、電話等による相談へ変更した。

事業内容をよりわかりやすく説
明するため、配布資料等の見直
しを図りながら、各事業に取り
組むことができた。

市民からの意見等を参考に、より
分かりやすい内容となるように努
めていく。

下水道施
設課

85 分かりやすい情報
提供

必要な人に対し、できるだけ平易な
語句を使用する、漢字等にひらがな
のルビをふる、大きな文字を使用す
る、図やイラストを掲載する等の対応
を行うことで、分かりやすい情報提供
に努めた。

利用者に対して、内容が伝わる
かどうかという目線で対応する
ことができた。特に新型コロナウ
イルス感染症拡大に伴い、郵送
で対応できる業務について分か
りやすい情報提供とは何かを見
直す機会となった。

見直した内容について、感染症終
息後も継続して分かりやすい情
報提供に努めたい。

障がい者
支援課

86 湊公民館だよりの
発行

毎月発行している公民館だよりの紙
面は、大きな字体や写真を使用する
とともに、簡潔明瞭でわかりやすい表
現とレイアウトとなるよう努めた。

公民館だよりの紙面レイアウト
を工夫することで、地域の情報
がよりわかりやすく伝わった。

公民館だよりの紙面から必要な
情報をより容易に得ることができ
るよう努める。

湊公民館

87 【平成30年度よ
り】
公民館報「大戸
岳」の発行

毎月、A3版両面１枚の紙面に公民
館事業を掲載する他、「学校行事」・
「地域団体」等の月間予定、大戸町の
地区行事結果を取材・掲載し、市HP
へのアップ、全戸配布、芦ノ牧温泉
駅・公民館内に掲示・配布用配置を
実施し、周知を図っている。

各地区・各団体の活動報告や活
動予定を紹介することができて
好評であった。また、市役所各
課の情報提供やＰＲを通して公
民館（市民センター）利用者の
増加にもつなげることもできた。

今後もユニバーサルデザインの理
解促進を図るため、掲載の仕方を
工夫しながら、地域の身近な情報
を提供し市の取組や団体・学校な
どの取組についても積極的に情
報提供・紹介を行っていく。

大戸公民
館・大戸市
民センター
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

88 分かりやすい行政
文書の作成

小学生・中学生対象の事業である
「男女平等に関する作文コンクール」
において、小学生への配布チラシに
は、平易な文章や大きな文字、漢字
にルビを振るなど、低学年の児童で
も内容が理解できるよう対象者に合
わせたチラシ作りを行った。

読み手に配慮した配付物を作
成することができた。

チラシ等の作成にあたっては、文
字の大きさや配色、ルビ等、配付
対象者の状況に応じた配慮を行
いながら作成していく。

協働・男女
参画室

89 衆議院議員総選
挙
参議院議員通常
選挙
福島県知事選挙
市議会議員一般
選挙及び市長選
挙
県議会議員一般
選挙

今年度実施なし 選挙に関するお知らせについ
て、限られた紙面を最大限に活
用すべく、紙の地色、文字の大
きさや色使い、太さ、強調の仕
方などを工夫して表現すること
により、分かりやすく情報提供
することができた。

これまでの取組を継続するととも
に、効果的な文字フォントの使用、
その他の手法について研究・検討
を行っていく。

選挙管理
委員会事
務局

90 分かりやすい行政
文書等の作成、見
直し

町内会へのチラシや小学生向け出前
講座の資料など、対象者のニーズに
より文字の大きさや文書の表現に配
慮した。

分かりやすい説明に寄与した。 今後も対象者に合わせて対応し
ていく。

廃棄物対
策課

91 【再掲】
【平成30年度よ
り】
「あいづっこ＋（プ
ラス）」を活用した
情報配信

「あいづっこ＋」を円滑に運用し、学
校から家庭に情報を届けることによ
り、学校と家庭のコミュニケーション
の強化を図ることができた。
また、「あいづっこ＋」の利便性向上
を目的として、新機能の追加やレイア
ウトの改修を実施した。

ユニバーサルデザインの視点か
ら、より多くの方が使いやすくな
るよう、ホームページ及びアプリ
ケーションの運用と改修を実施
したことにより、学校と家庭のコ
ミュニケーションの強化を図る
ことができた。

今後も「あいづっこ＋」をユニ
バーサルデザインの視点、利用者
のニーズ及び社会情勢の変化に
沿った運用及び改修を実施する
ことで、よりわかりやすく教育情
報を発信していく。

学校教育
課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○より利用しやすい市公式ホームページの作成

92 ウェブアクセシビリ
ティに対応した
ウェブサイトの構
築

各所属で市公式ウェブサイトのペー
ジ作成・更新作業を行うにあたり、
ウェブアクセシビリティに対応した
ページを作成するために遵守すべき
実務事項を定めた「会津若松市公式
ウェブサイト作成要領」を策定し、全
担当者が共通認識のもと、障がいの
有無や年齢、使用する機器・通信環
境などに関わらず、閲覧した誰もが
同様に情報を得ることができるウェブ
サイトの構築を進めている。

ホームページの閲覧数も伸びて
おり、より多くの人への情報発
信ができている。

今後もアクセシビリティに配慮し
たページを作成し、より多くの人
に分かりやすく情報を伝えてい
く。

秘書広聴
課

○「福祉まっぷ」の提供

93 福祉まっぷ更新事
業

平成21年度当時のバリアフリー対
応施設等の情報を管理編集
し、DATA for CITIZENのサイト
上において検索アプリの公開及び
オープンデータを提供している。
また、平成29年度よりかんたん申請
システムを活用した新規施設等のバ
リアフリー情報の収集を行っている。

平成29年度より、福祉まっぷ
アプリに掲載されている施設等
や未掲載の新規施設等に対し、
かんたん申請システムによるバ
リアフリー情報の登録を依頼
し、登録があった施設等の情報
の更新を行っている。令和２年
度末時点において市内1,191
事業所の情報を掲載している。

かんたん申請システムによるバリ
アフリー情報の収集、更新を継続
するほか、アプリの利便性向上を
図る。

地域福祉
課
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重点施策３　容易に情報収集できる場の提供

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○まちなかでの情報提供の場

94 まちなかでの情報
提供の場

生涯学習総合センターや各公民館で
開催される学習事業のみならず、庁
内各課の子どもや親子を対象とした
催しや、市内外で行われる観光イベ
ントなど、様々な学習、講演、イベント
情報を来館者に提供した。
センター内にて各種チラシの配布、ポ
スターの掲示、公民館だより「かっこ
う」の発行（年１回）、ホームページへ
の掲載を行った。

年間50万人以上が訪れる會
津稽古堂において、各種事業や
イベント等の様々な情報を市民
の方へ容易に提供することがで
き、まちなかをはじめ、本市の賑
わいの創出に貢献できた。

會津稽古堂は市民の皆さんが必
要とする様々な情報を集積し提
供することで、本市のまちづくりに
貢献していく。

生涯学習
総合セン
ター

○公共インターネット環境の整備

95 地域情報化推進
事業

【公共端末利用件数】4,189件
（令和3年3月利用分まで）

新型コロナウイルス感染対策の
ため、公共インターネット端末の
利用を停止している公民館もあ
ることから、利用者数について
は大きく減少することとなった。
また、市光ケーブルを利用して
いた公共インターネット回線を
民間通信サービスへ移行したこ
とにより、通信の継続性が向上
した。

今後も市民向けの公共インター
ネット環境を提供していくととも
に、災害時における防災Wi-Fiと
しても活用できるよう、通信環境
の整備を検討していく。

情報統計
課

○公共連絡網システムの整備

96 地域情報化推進
事業

【全登録者数】21,775人
【全グループ数】186
（令和3年3月時点）

「あいべあ」は市からの緊急情
報等を受け取れるほか、ユー
ザー同士の連絡網に活用される
など、メールにより容易に情報
交換ができるサービスとして、
多くの市民に利用してもらうこ
とができた。

今後も市から情報等を容易に受
け取れるサービスとして利用の促
進を図るとともに、多くの手段で
情報を享受できるよう、メール以
外の発信方法（ＳＭＳ、プッシュ通
知等）を検討する。

情報統計
課

36



№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○観光案内所の充実

97 一般財団法人会
津若松観光ビュー
ロー補助金

観光案内所の運営をとおして、観光
客に対して適切な観光情報の提供
行った。

観光案内所の運営をとおして、
観光客に対して適切な観光情
報を提供することができた。

今後も継続して実施する。 観光課

98 便益施設整備事
業

案内看板の掲出や適切な誘導案内
など、利便性の向上を図りながら、観
光駐車場の確保に努めた。
また、主要観光地におけるトイレの維
持管理や仮設トイレの設置などによ
り、観光客の受入体制の向上に努め
た。

案内看板の掲出や適切な誘導
案内など、利便性の向上を図り
ながら、観光駐車場を確保する
ことができた。
また、主要観光地におけるトイレ
の維持管理や仮設トイレの設置
などにより、観光客の受入体制
を向上させることができた。

今後も継続して実施する。 観光課

○国際観光推進事業

99 国際観光推進事
業

多言語による観光パンフレットの作成
やホームページの運営、ＩＣＴの活用
による観光情報の配信など、外国の
方が容易に観光情報を入手し、市内
を周遊することができるよう、受け入
れ環境の整備に継続的に取り組ん
だ。
また、市内の観光事業者を対象とし
たインバウンド講習会を開催し、学習
などの取組を実施した。

多言語による観光パンフレット
の作成やホームページの運営、
ＩＣＴの活用による観光情報の
配信など、外国の方が容易に観
光情報を入手し、市内を周遊で
きる環境を整えることができた。

今後も国際観光の推進を図るた
め、多言語パンフレットの作成やＩ
ＣＴによる観光情報の発信など、
外国の方が容易に情報を収集し、
観光できる環境づくりを行ってい
く。

観光課
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重点施策４　情報入手のための支援

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○市民ＩＣＴスキルアップセミナー開催

100 地域情報化推進
事業

はじめてのスマートフォン教室
【日程】令和２年11月29 日～12月
1日（3日間、各日2時間）
【場所】生涯学習総合センター
【参加者】15名
【内容】スマートフォンの基本操作、電
話・メールの使い方、アプリ（カメラ、
地図、ラジオ）の使い方、インターネッ
ト検索、セキュリティについて等

多くの市民がＩＣＴの恩恵を受け
られるよう、高齢者等の情報弱
者を対象に、パソコンやタブレッ
ト、スマートフォンなどの情報機
器の操作技術向上やインター
ネット利活用の促進を図るセミ
ナーを開催し、インターネット等
による情報入手ができるよう支
援を行った。

スマートフォンが高齢者へも普及
し利用方法を学ぶ機会の需要は
より高まっているため、今後もセミ
ナー等を開催し、誰もがＩＣＴを
使って情報の入手等ができるよう
支援を行う。また、セミナーの開催
にあたっては、各地区の公民館等
で開催するなど参加しやすい形
式を検討する。

情報統計
課

○ＩＣＴリテラシー講座

101 會津稽古堂市民
講座親子で学ぶ
「インターネットと
プログラミング」講
座

市内に在住・在学の小学3年生から
6年生の児童とその保護者を対象
に、レベルに合わせて2コースを設
定し、定員20組40名で募集し、16
組33名が受講した。プログラミング
が身近にあふれていることを学び、多
角形を描いたり、AIを使った体験な
どを行った。ニーズに合った学習機会
を提供することができた。

プログラミング教育だけでなく、
インターネットの危険性や加害
者にならないための学習なども
行うとともに、親子でメディアリ
テラシーの学習も行うことで、情
報化教育に寄与することができ
た。

学習指導要領の改訂に伴い、プ
ログラミングへの親子の興味関心
が高くなっていることから、引き続
き実施していく。

生涯学習
総合セン
ター

102 会津大学・會津稽
古堂連携講座
「身近なデータを
活用しよう」

会津大学の公開講座と會津稽古堂
市民講座の連携事業として実施し、5
名が参加した。今年度はオンラインで
の受講も実施した。
市の取組や民間での取組を紹介し、
市民生活の向上に役立つ内容を取り
扱ったことで受講生の満足度も高
かった。

市民は高等教育を受講でき、大
学は地域へ学びを還元すること
ができた。
オープンデータの活用方法を学
びながら、情報の入手の仕方を
学ぶことができた。

今後も高等教育を地域に還元す
る場を提供することで大学と地域
の学びをつなげていく。

生涯学習
総合セン
ター
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

103 会津大学・會津稽
古堂連携講座「情
報セキュリティー」

新型コロナウイルス感染症対策のた
め、中止。

市民は高等教育を受講でき、大
学は地域へ学びを還元すること
ができた。
情報セキュリティを学ぶことで、
被害者だけでなく加害者にもな
らないために必要な情報の収集
能力の向上に寄与している。

今後も高等教育を地域に還元す
る場を提供することで大学と地域
の学びをつなげていく。

生涯学習
総合セン
ター

重点施策５　「取組の見える化」の推進

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○積極的な情報発信

104 除排雪対策事業 ○概ね 10cm以上の積雪があった
場合に、市民生活の安定を守るため
除雪作業に入り、早期の交通確保を
図った。 
○除雪作業の状況により、幹線道路
等の拡幅、交差点内の溜め雪や交通
の支障となる雪山の除去など、段階
的な除排雪作業を行った。
○除雪車運行管理システムを直営車
及び委託車の除雪車全車へ導入しイ
ンターネットで稼働状況を配信した。 
・車道除雪車246台、歩道除雪車
42台、凍結抑制剤散布車6台の計
294台　※直営車及び委託車 
・車道除雪延長 851.5㎞、歩道除雪
延長 118.2㎞

〇市民生活の安定を守るため
に早期の交通確保を図り、除雪
作業の状況を把握し、幹線道路
等の拡幅、交差点内の溜め雪
や交通の支障となる雪山の除去
など、段階的な除排雪作業を実
施した。 
〇除雪車運行管理システムを
直営車及び委託車の除雪車全
車へ導入しインターネットで稼
働状況を配信することで、市民
に除雪出動の有無の情報を提
供することができた。 

今後も除排雪対策事業への理解
促進を図るため、市道除雪網図
等の掲載の仕方を工夫しながら、
積極的に市の取組の情報提供を
行っていく。

道路課
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分野別取組２　「すべての人のため」の暮らしづくり

（３）サービス

重点施策１　窓口サービスの向上

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○手続きの簡素化・様式の標準化

105 窓口手続きチェッ
クリスト

「窓口手続きチェックリスト」（出生、
死亡時等で必要な手続の一覧表）
で、わかりやすい説明に努めた。

各種手続チェックリストの活用
により、手続の案内もれなども
なくなり、分散している手続窓
口を的確に案内することができ
た。

引き続き、チェックリストを最新の
情報に更新しながら活用を図って
いく。

市民課（関
係課）

106 申請書記入の案
内

新型コロナウイルス感染防止のため
フロアマネージャーの配置を休止した
が、窓口からの声かけによる記入の
案内など、丁寧な案内を行うことがで
きた。

迷っている方への声かけの徹底
により、お客様を迷わせることな
く案内ができた。
新型コロナウイルス感染防止の
ため、フロアマネージャーの配
置を休止している状況である
が、窓口側からの声かけも徹底
し申請書記入の案内を丁寧に
行っている。

窓口の混雑時には、案内が不十
分になることもあることから、新型
コロナウイルスの感染状況を見な
がら、フロアマネージャーの配置
ができるよう準備していく必要が
ある。

市民課

107 申請様式等の見
直し・申請書等の
代筆

申請者と利用者の住所・氏名など重
複する項目については、チェック欄を
設けるなど、記入する項目を簡素化
した。また申請書類の記入が困難な
人には、本人同意のもと申請書類の
代筆を行った。

記入項目の簡素化を行うこと
で、窓口対応の時短化にも繋
がった。代筆業務などは随時対
応することができた。

引き続き、申請書記入欄の簡素
化や代筆を続けつつ、申請書のシ
ステム化も進めたい。

障がい者
支援課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

108 衆議院議員総選
挙
参議院議員通常
選挙
福島県知事選挙
市議会議員一般
選挙及び市長選
挙
県議会議員一般
選挙

今年度実施なし 期日前投票所での宣誓書を提
出するにあたり、容易に記載で
きるよう記載例を表示し、更に
宣誓書の様式を各戸配布、事
前記載を可能にしたことは、期
日前投票における選挙人の滞
在時間に縮減の効果があった。

これまでの取組を継続するととも
に、宣誓書記載の簡略化、様式の
最適化、その他の手法について研
究・検討を行っていく。

選挙管理
委員会事
務局

○ＩＣＴの活用による手続きの利便性の向上

109 簡単ゆびナビ窓口
事業

簡単ゆびナビ用窓口を一定時間開設
するだけでなく、受付窓口へ常時タブ
レットを設置し、ゆびナビによる申請
書記入の負担軽減や待ち時間短縮
など、窓口サービスの向上を図った。

簡単ゆびナビによる申請を常時
行えるよう、現在では窓口へタ
ブレットを常時設置し、来庁者
の申請書記入の負担軽減や待
ち時間短縮を図ることができて
いる。

引き続き、簡単ゆびナビによる申
請を実施し、来庁者の負担軽減に
つながるサービスを提供してい
く。

市民課

110 簡単ゆびナビ窓口
事業

これまで以上にタブレットによる受付
体制を強化し、来庁者の申請書記入
の負担軽減及び滞在時間の短縮を
図った。

他グループでもタブレット受付
できる体制を整えた事により、こ
れまで以上に申請者の負担軽
減及び滞在時間の短縮ができ
た。

課員全員がタブレット受付が出来
るよう研修等の充実を図る。
また、より来庁者の滞在時間の短
縮を図るため水先案内人設置の
検討をすすめる。

河東支所
住民福祉
課

○親切丁寧な対応

111 サービス向上運動
の実施

来庁者が多い３月を「サービス向上
強化月間」と位置づけ、新年度に向け
て市民サービスに対する点検期間・
強化月間として取り組んだ。
サービス向上強化月間及びそれに向
けた研修実施により、職員への意識
啓発が図られた。

サービス向上運動は、市民主
体・市民本位意識の徹底を目的
として実施するものであり、
「サービス向上強化月間」に各
所属において点検・検証を行う
ことにより、各職員及び組織全
体としての意識啓発を図った。

引き続き、市民から寄せられた意
見等を全職場で共有し、市役所
全体としてさらなるサービス向上
や課題の改善につなげていく。

人事課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

112 親切丁寧な対応 来庁者に対して丁寧な対応を心掛
け、窓口案内を積極的に行った。

常に来庁者に対し丁寧で、かつ
適切な対応ができており、一定
程度評価することができる。

今後も継続していく。 上下水道
局上水道
施設課

113 窓口サービスの向
上

来庁者に対して丁寧な対応に努める
とともに、積極的な窓口案内に努め
た。

事業内容にそった適切な窓口
対応に努め、一定の評価ができ
た。

今後も継続して取り組む。 上下水道
局総務課

114 【令和元年度より】
窓口サービスの向
上

点字パンフレットを総合案内に設置
し、視覚障がい者を対象にした施設
案内サービスの充実を図った。

点字パンフレットを通し、視覚障
がい者自らが、直接、施設の情
報を知ることが可能になり、窓
口サービスの向上に寄与でき
た。実際に対象者に利用いただ
いている。

今後も引き続き、点字パンフレット
の活用を通し、視覚障がい者に配
慮した窓口サービスの向上に努
めていく。

生涯学習
総合セン
ター

115 【新規】
親切丁寧な対応

来館者の状態に応じて、窓口からだ
けではなく、近くに行ってお声かけ
し、わかりやすい説明とともに、迅速・
正確・親切丁寧な対応を心がけるこ
とで、窓口サービスの向上を図った。

職員相互の連携のもと、目標通
り実施できた。

今後も継続して取り組んでいく。 北公民館・
北市民セン
ター

116 親切丁寧な対応 来館者の状態に応じて、窓口からお
声かけをし、わかりやすい説明ととも
に、迅速・正確・親切丁寧な対応を心
がけることで、窓口サービスの向上を
図った。

来館者の状態に応じて、窓口か
らお声かけをし、わかりやすい
説明とともに、迅速・正確・親切
丁寧な対応を心がけることで、
窓口サービスの向上を図ること
ができた。

今後も来館者の状態に応じて、窓
口からお声かけをし、わかりやす
い説明とともに、迅速・正確・親切
丁寧な対応を心がけることで、窓
口サービスの向上を図っていく。

南公民館・
南市民セン
ター

117 親切丁寧な対応 市民の立場に立った丁寧な対応を心
がけ、必要に応じて相手方を訪問し
対話することで迅速な対応を図った。

分かりやすい案内に寄与した。 今後も電話等の問い合わせや来
庁者の要望に沿った親切な対応
に努めていく。

廃棄物対
策課

118 親切丁寧な対応 来館者へのあいさつや声かけを徹底
し、ニーズに対して相手の立場に立っ
た分かりやすい説明や対応を心がけ
ると共に、迅速かつ丁寧な接遇や案
内に努めた。

来館者への丁寧な対応や迅速
な事務処理に対して利用者や
地域からは一定の評価をいた
だいている。

今後も継続して実施していく。 一箕公民
館・一箕市
民センター
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119 窓口のサービス向
上

各種戸籍届出時や住民異動の際の
必要な手続について、担当不在でも
対応できる支所独自マニュアルを作
成した。
業務繁忙期に向けて、市民課業務
（証明書発行）マニュアルを作成し、
福祉班に向けて研修会を実施した。

「学習会」や「マニュアル」等によ
り、本来の窓口対応を円滑に行
うことができた。このことにより、
対応にも余裕が生まれ、文書の
文字が小さいときや内容がわか
りづらいときは、読み上げて説
明をしたり、耳の遠い方へは筆
談を交えた説明を行う等、来庁
者の個性に応じた細やかな対
応を行うことができた。
窓口対応が円滑に進むよう、申
請書様式の配置を見直した。

各担当の専門性が高いため、そ
れぞれの業務の詳細や他業務と
の関連性を理解するのに時間を
要することが課題となっている。

北会津支
所住民福
祉課

120 【平成30年度よ
り】
窓口サービスの向
上

来館者へ積極的にお声かけをし、お
客様のニーズに応じた丁寧な対応を
心掛けた。

来館者へ積極的にお声かけを
行うことで、お客様のニーズを
早急に把握し、丁寧に対応する
ことができた。

今後も親切丁寧な対応を心掛
け、積極的に来館者へ挨拶・お声
かけを行っていく。

東公民館・
東市民セン
ター

121 職場研修 障がいのある人が来庁された際に適
切な窓口対応ができるよう、障がい
理解と合理的配慮の例などについて
職場研修を実施した。

異動等により初めて障がい福祉
分野に携わる職員には、業務上
基本的な知識を学べる機会と
なっている。

引き続き、研修機会を作り、職員
からの提案も受けながら、障がい
者支援課の職員として必要な基
礎知識を身につけられるようにす
る。

障がい者
支援課

122 フロアマネー
ジャーの配置

新型コロナウイルス感染防止のため
フロアマネージャーの配置を休止した
が、フロアにおいて来庁された方に積
極的にお声がけし申請書の書き方、
担当窓口案内を行った。
申請書を書く前の窓口案内により、
ゆびナビとの連携を図るなど、申請書
記入の負担軽減や滞在時間短縮に
もつなげることができた。

フロアマネージャーによる的確
な窓口案内は、来庁者の安心感
を得られるだけでなく、滞在時
間の短縮や申請書記入の負担
軽減にもつなげることができた。

現在休止しているフロアマネー
ジャーの配置ができるよう準備し
ていく必要がある。

市民課
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123 親切丁寧な対応 窓口で分かりやすく親切丁寧な対応
を心がけ、また、市民の方を担当課に
直接案内するなど積極的に対応し
た。

来庁者に対し、親切丁寧に対応
することができた。

今後も、親切丁寧な対応に努め
る。

会計課

124 窓口対応のチェッ
ク表の作成

チェック表を活用することにより、どう
いった書類が必要かを市民に分かり
やすく説明するだけでなく、職員も説
明漏れが少なくなった。

チェック表を活用することによ
り、どういった書類が必要かを
市民に分かりやすく説明するだ
けでなく、職員も説明漏れが少
なくなった。

引き続き、チェック表の活用によ
り、分かりやすい説明を行う。ま
た、制度改正等により必要書類の
変更等が生じた場合は、速やかに
対応する。

こども家庭
課

125 全員参加による
ミーティングの実
施

毎朝ミーティングを行うことで職員だ
けでなく補助員を含め、情報の共有
ができた。

毎朝ミーティングを行うことで職
員だけでなく補助員を含め、情
報の共有ができた。

ミーティングを継続して実施し、課
内の情報共有を図る。

こども家庭
課

126 全員参加による
ミーティングの実
施

毎朝職員のミーティングを実施し、各
事業担当からの連絡事項の伝達な
ど、情報の共有化を図ることにより、
市民サービスの向上に努めた。

毎朝ミーティングを実施し、職
員間の情報共有を図りながら、
円滑な窓口対応と市民サービス
の向上に努めることができた。

有益な取組であるため、今後も継
続する。

こども保育
課

127 【平成30年度よ
り】
親切丁寧な対応

引き続き来館者へのあいさつや声掛
けを徹底し、利用者の立場に立った
分かりやすい説明とともに、早く正
確・親切丁寧な対応を心掛けた。特
に、高齢者にはニーズの聞き取りを
図り、接遇・案内に努めた。

期間を通して、来館者への親切
丁寧な対応に努めることができ
た。おおむね利用者の方々から
の評価も高く、利用者の増加に
つながっている。

引き続き、来館者への親切丁寧な
対応を心がけ、ニーズの聞き取り
を図り、更に利用しやすい公民館
（市民センター）を目指す。

大戸公民
館・大戸市
民センター

○利用しやすいフロアー環境の整備

128 【新規】新型コロナ
ウイルス感染症対
策

新型コロナウイルス感染症対策のた
め、各課等窓口へのビニールカーテ
ン・アクリルパーテーション等の飛沫
防止設備や手指消毒液の設置を行
い、安心して利用できる環境整備に
努めた。

来庁者が安心して窓口を利用
することができる環境を作るこ
とができた。

今後も継続して設置していく。 窓口関係
各課等

129 ベビーベッド設置 ベビーベッドがあることで、手続きが
早くなり、安心して手続きできるよう
になっている。

ベビーベッドがあることで、手続
きが早くなり、安心して手続きで
きるようになっている。

お子さん連れの来庁者が安心し
て手続きが行えるよう、引き続き
ベビーベッドを設置する。

こども家庭
課
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130 ベビーベッド設置 乳幼児を連れた市民の方が安心して
手続きを行えるように、こども家庭課
と共有のベビーベッドを窓口に設置
している。

ベビーベッドの設置により、乳
幼児を連れた市民の方が安心
して手続きを行うことができた。

有益な事業であるため、今後も継
続する。

こども保育
課

131 【新規】
ベビーベッド設置

乳幼児を連れた市民の方が安心して
手続きできるよう、ベビーベッドを設
置した。

いつでも利用できる環境が整っ
ており、目標通り実施できた。

今後も継続して取り組んでいく。 北公民館・
北市民セン
ター

132 施設内環境整備 高齢者や障がいのある方々でも利用
しやすいよう施設内の備品や器具類
の整理整頓に努め、また、定期的に
巡回し支障がないよう点検を行った。

高齢者や障がいのある方々で
も利用しやすいよう施設内の備
品や器具類の整理整頓に努め、
また、定期的に巡回し支障がな
いよう点検を行い、安全で快適
な環境づくりに努めることがで
きた。

今後も、高齢者や障がいのある
方々でも利用しやすいよう施設
内の備品や器具類の整理整頓に
努め、また、定期的に巡回し支障
がないよう点検を行い、安全で快
適な環境整備を行っていく。

南公民館

133 わかりやすい表示
の実施

掲示物やチラシ等について、幅広い
年齢層の来館者が見やすいように、
配置や表示等に工夫を施した。

掲示物やチラシ等について、オ
リジナルのラックを作成して、見
やすく改良するとともに、玄関
ホールを広く使えるよう、レイア
ウトを大幅に見直したことで、利
便性が向上した。

今後も掲示物やチラシ等につい
て、幅広い年齢層の来館者がより
見やすいような配置や表示等に
努めていく。

南公民館・
南市民セン
ター

134 利用しやすいフロ
アー環境の整備

来庁者が快適に手続きや相談が出
来るよう、窓口及び事務所内を整理
整頓し環境の整備を図った。

快適な窓口環境が維持できた。 整理整頓及び清掃を継続してい
く。

廃棄物対
策課

135 【新規】
利用しやすい窓口
環境の整備

申請受付と交付・会計の２つの窓口
で対応することにより、窓口の混雑を
緩和し、来館者が安心して手続きや
情報収集が行えるよう、また待ち時
間の削減となるよう環境整備に努め
た。

目標通り実施できた。 今後も継続して取り組んでいく。 北公民館・
北市民セン
ター
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136 利用しやすい窓口
環境の整備

各種申請書等及び案内や掲示物等
について、配置及び表示とレイアウト
を工夫して整備し、来館者が安心し
て手続きや情報収集が行えるよう、ま
た館内を快適に利用できるよう努め
た。

館内の掲示物等においては配
置や掲示方法を工夫し、来館者
が快適に利用できる環境を整
備できた。

今後も継続して実施していく。 一箕公民
館・一箕市
民センター

137 窓口のローカウン
ター設置

高齢者等の窓口利用者が快適に手
続きができるように、ローカウンター
とイスの設置を行い、利便性の向上
を図った。

ローカウンターとイスの設置に
ついては、高齢者等から概ね好
評を得たものである。

今後も窓口利用者の利便性に
立った検討をすすめる。

河東支所
住民福祉
課

138 利用しやすい窓口
環境の整備

○各種申請や税納付を快適に行える
よう、カウンター脇に手荷物置き場を
設置した。
○各種手続きが快適に行えるよう、
手荷物置き場や記載台に、杖傘ホル
ダーを設置した。

手荷物置き場や杖傘ホルダー
については、窓口利用者から概
ね好評を得たものである。

今後も窓口利用者の利便性に
立った検討をすすめる。

河東支所
住民福祉
課

139 衆議院議員総選
挙
参議院議員通常
選挙
福島県知事選挙
市議会議員一般
選挙及び市長選
挙
県議会議員一般
選挙

今年度実施なし 利用可能な施設が限定的であ
るなか、表示物やパーテーショ
ンロープの活用により、視覚的
に動線が明確になった。また天
候に配慮した簡易タープの設置
は利用者にも好評であった。

これまでの取組を継続し、利用で
きる施設の検討や投票所内の表
示等の研究を行っていく。

選挙管理
委員会事
務局
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140 利用しやすいフロ
アー環境の整備 

目的の窓口へ迷わずにたどり着ける
ような案内表示を工夫し、繁忙期等
の時期に合わせたレイアウト変更など
も実施した。
さまざまな来庁者へ対応できるよう
座って受付ができる場所を増やすな
ど利用しやすい環境の整備に努め
た。

窓口への案内表示を工夫し、繁
忙期等の時期に合わせたレイア
ウト変更などを実施し、利用しや
すい環境の整備を行うことがで
きた。

案内表示は、すべての方にわかり
やすく、見やすいものを目指し、
状況に応じて変更をしていく。

市民課

141 【平成30年度よ
り】
施設内環境整備

新型コロナウイルス感染症対策とし
て、利用者の体温測定、手指の消毒
を利用者に呼びかけた。また、１階女
子トイレを洋式化し、高齢者でも利用
しやすいようにした。

利用者の多くを占める高齢者の
方でも安心して利用できる施設
づくりに取り組むことができた。

今後も利用者が快適に利用でき
る施設づくりを目指し、トイレの洋
式化を年次計画で推進する。

大戸公民
館・大戸市
民センター

142 【平成30年度よ
り】
わかりやすい表示
の実施

掲示物やチラシ等について、見やす
い配置、位置となるよう平置きのほ
か、立体的な状差しを増やし、さらに
内容も学校や地域の情報も掲示する
ように努めた。

掲示物の立体的な表示により、
来館者にとって見やすく、また地
域の情報も掲示するなどによ
り、来館者の興味をもってもら
うことができた。

今後も継続して取り組んでいく。 大戸公民
館・大戸市
民センター

143 【平成30年度よ
り】
図書コーナーのレ
イアウト変更

ロビー内にあるプレイサークルの近く
に本棚を設置。幼児を連れた母親が
遊ばせたり本棚の本を選んで見たり
読み聞かせができるなど、利用しや
すいように環境整備を図った。

図書コーナーの配置、レイアウト
を変更し見やすい表示や新刊
本のブックトラックへの配列な
ど、利用者への利便性を図るこ
とで貸出冊数増加につなげるこ
とができた。

今後も子供スペースのＰＲを含め
利用しやすい環境づくりに努めて
いく。

大戸公民
館・大戸市
民センター

○英語通訳担当の配置

144 庁内各課窓口に
おける通訳、及び
各課作成資料の
翻訳

庁内各課窓口において通訳が必要な
場合の対応や、各課で配布する資料
の翻訳については、平成30年度７
月より、会津若松市国際交流協会に
おいて実施している。

【各課通訳・翻訳】　23件

平成30年6月までは企画調
整課、平成30年7月以降は会
津若松市国際交流協会により
庁内各窓口において通訳が必
要な場合の対応や、各課で配布
する資料の翻訳を行った。

引き続き、会津若松市国際交流
協会において窓口での通訳や資
料の翻訳を対応するものとし、企
画調整課においては各課に対す
る情報提供に努める。

企画調整
課
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○繁忙期における窓口の休日開庁

145 繁忙期における休
日開庁

令和２年度は、令和３年３月２７日
（土）・２８日（日）の午前９時～午後３
時、土日連続での休日開庁を行っ
た。
また、３月２９日（月）・３０日（火）、３１
日（水）、４月１日（木）は午後６時３０
分まで延長して窓口業務を行った。

３月の最後の土日を開庁するス
ケジュールで休日開庁を行って
いることが定着し、利用者も
年々増加している。

休日開庁は、市民課のみの業務
に限定され、他課の業務は窓口
開設されていない。
利用者の利便性向上という点で
は、引っ越しに伴う各種手続きが
全て行えるよう検討をしていく必
要がある。

市民課

重点施策２　気配りのある行政サービスの提供

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○気配りのある行政サービスの提供

146 【再掲】
職場研修

障がいのある人が来庁された際に適
切な窓口対応ができるよう、障がい
理解と合理的配慮の例などについて
職場研修を実施した。

異動等により初めて障がい福祉
分野に携わる職員には、業務上
基本的な知識を学べる機会と
なっている。

引き続き、研修機会を作り、職員
からの提案も受けながら、障がい
者支援課の職員として必要な基
礎知識を身につけられるようにす
る。

障がい者
支援課
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平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

147 気配りのあるサー
ビスの提供

複数の手続を受付した際は、来庁者
が帰宅後も手続内容がわかるように
手続内容を記載したメモや独自資料
をお渡しする他、「相談受付簿」に多
くのケースを記載することで「課内で
の情報共有」だけでなく、「実務マ
ニュアル」としての活用も行った。
また、障がい者支援課とのスカイプに
よる通信を開始し、手話による手続
案内ができるようになった。

来庁者を見かけたら積極的に
声かけを行い、複数の手続の際
は来庁者が移動するのではな
く、職員が移動し対応を行った。
手続が完結しなかったときは、
手続内容と不足書類についてメ
モや独自資料をお渡しするだけ
でなく、「相談受付簿」に記載し
課内で共有し、「受付簿（担当課
への送達簿）」には添付書類を
付記することで、誰でも対応で
きる体制を整えることができた。

「相談受付簿」を積極的に活用
し、課内での情報共有に努め、来
庁者の個性に応じたワンストップ
サービスを充実させる。

北会津支
所住民福
祉課

148 衆議院議員総選
挙
参議院議員通常
選挙
福島県知事選挙
市議会議員一般
選挙及び市長選
挙
県議会議員一般
選挙

今年度実施なし 全ての投票所に点字器と老眼
鏡を設置し、また必要なスロー
プの設置と車椅子の配置を行う
ことにより、投票しやすい投票所
で選挙に臨むことができた。

これまでの取組を継続し、随時投
票施設の確認を行い、更なる環
境改善の方法について研究・検
討を行っていく。

選挙管理
委員会事
務局

149 気配りのある行政
サービス提供

来庁者への挨拶と合わせて用件を確
認し、窓口への案内と担当者への連
絡により迅速な対応を図った。

来庁者への挨拶と合わせて用
件を確認し、窓口への案内と担
当者への連絡により迅速な対応
をすることができた。

今後も来庁者に配慮し、継続して
取り組んでいく。

廃棄物対
策課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○プライバシーに配慮した行政サービスの提供

150 面談ブースの利用 これまでの取組を継続し、相談者の
プライバシー保護や車いす利用者へ
の配慮に努めた。
また、新型コロナウイルス感染症対策
として、各ブースに飛沫防止シートの
設置や、除菌にかかる清掃を行うな
ど、誰もが安心して相談できる環境
の整備に努めた。

生活困窮にかかる相談者は、
様々な事情を抱え、配慮を要す
る状況であることも多いことか
ら、誰もが安心して相談できる
環境整備は必要であり、そのた
めの取組を継続的に実施し、一
定程度の効果があったものと認
識している。

相談者の様々な状況に応じたプ
ライバシーの配慮に努め、引き続
き安心して相談できる環境の整
備に向け取り組む。

地域福祉
課

○利用者の状況に応じた図書館サービス

151 利用者の状況に
応じた図書館サー
ビス

〇大活字本の整備を行った。
【購入:79冊（本館:64冊　移動図書
館:15冊】
〇朗読ＣＤの整備を行った。
【朗読ＣＤ購入:10点】　
〇視覚障がいのある利用者に対し、
朗読ボランティアが対面朗読を実施
した。
【実施回数:8 回】
○視覚障がいのある利用者に対し、
録音ＣＤ再生器の館内貸出を実施し
た。
【貸出回数：4回】　　　　　　　　
〇視覚障がいのある利用者に対し、
ＣＤの郵送貸出を実施した。
【貸出回数：19 回　貸出点数：52点】
○LLブック（文章だけでなく、写真や
イラストを用いて視覚的に分かりやす
く表現した本）の整備を行った。
【購入:3冊】

大活字図書や朗読ＣＤ、ＬＬブッ
クを整備することで、様々な利
用者の状況に応じた図書館資
料の提供ができた。
また、視覚障がいのある利用者
に対し、対面朗読やサピエ（視
覚障がい者情報総合ネットワー
ク）を活用した録音ＣＤの郵送
貸出を行うことにより、読書活
動の機会を創出することができ
た。

今後も大活字本やＬＬブック、朗
読ＣＤ等を整備し資料の充実に努
めていく。
また、朗読ボランティアによる対面
朗読サービスの提供や、対面朗
読室、拡大読書機等の設備につ
いて広報に努めるとともに、サピ
エ（視覚障がい者情報総合ネット
ワーク）を活用した録音ＣＤの貸
出を継続していく。

生涯学習
総合セン
ター
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分野別取組３　「すべての人のため」のまちづくり

（１）公共建築物等

重点施策１　安全・安心な公共・公益施設等の整備

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置の促進

152 自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）設置
の促進

すべての人が安心して市の施設を利
用できるよう、自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）の適正管理と日常点検を呼
びかけた。

【令和2年度末総設置数】94台　

緊急時に備え、公共施設に設置
している自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）の適正管理と日常点検
を呼びかけた。

今後も、緊急時に備え、公共施設
に設置している自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）の適正管理と日常点
検を呼びかけていく。

健康増進
課
関係各課

重点施策２　利用しやすい公共・公益施設等の整備

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○既存の施設等の整備

153 本庁舎トイレの洋
便器設置

今年度実施なし 少なくとも各階トイレ１箇所を洋
便器化するよう、年次計画によ
り改修を行ってきた。

庁舎整備に伴い、本庁舎トイレの
改修は行わないものの、他庁舎に
おいて、引き続き洋便器化を図っ
ていく。

総務課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

154 既存の施設等の
整備

〇本庁舎及び栄町第二庁舎多目的
トイレの扉について、開閉不良のた
め、修繕を行った。
〇栄町第二庁舎のユニバーサルデザ
インポスターについて、劣化が見られ
たため、張替を行った。
○栄町第二庁舎の白色ラインや誘導
ラインの劣化状況の確認を行い、必
要に応じて修繕を行った。
○障がい者駐車スペースのアスファ
ルト状況を確認し、車椅子の走行に
支障がないか確認を行った。
○使用時に不具合が生じないよう、
栄町第一庁舎及び栄町第二庁舎多
目的トイレ内のオストメイト対応設備
の作動状況等の確認を行った。

誰もが利用しやすい施設・設備
を意識し、これまで行ってきた
取組の状況確認等を行い、必
要に応じ修繕を行ってきた。

引き続き、誰もが利用しやすい施
設・設備の整備を、計画的に行っ
ていく。

総務課

155 既存の施設等の
整備

河東支所庁舎内トイレの蛇口をレ
バー式に変更した。

ユニバーサルデザインに配慮し
た、誰もが利用しやすい施設へ
改善がなされた。

今後も施設状況を確認し、必要に
応じて改修・整備を進めていく。

河東支所
まちづくり
推進課

156 既存の施設等の
整備

市民センター窓口を1箇所から２箇
所に分けるレイアウト変更を行い、混
雑時の来館者の密集・密接を避け、
スムーズに誘導できるようになった。
また窓口周辺の照明器具修繕の際
に、可能な範囲で LED化を進め施
設内の明るさの向上を図った。

利用者の方が、安心して施設を
利用できるよう、施設の点検や
整備を行った。
　

今後も利用者の方が、安心して施
設を利用できるよう、施設の点検
を行い必要に応じて整備を行っ
ていく。
　

南公民館・
南市民セン
ター

157 【令和元年度より】
既存の施設等の
整備

1階男子トイレの洋式化を図った。
1階トイレ（男女・多目的）の自動水洗
化を図った。

１階トイレについては、洋式化及
び自動水洗化改修を完了する
ことができた。

多目的トイレにオストメイト機能や
おむつ交換シート等設置を検討し
ていく。

北公民館・
北市民セン
ター
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

158 【令和元年度より】
既存の施設等の
整備

事業終了 多目的トイレの改修により、来館
者の利便性および市民サービス
の向上が図られた。

―
一箕公民
館・一箕市
民センター

159 【令和元年度より】
既存の施設等の
整備

今年度実施なし。 トイレの洋式化により、来館者の
利用しやすさが向上した。

今後も計画的に施設整備を行
い、来館者が利用しやすい施設を
目指していく。

東公民館・
東市民セン
ター

160 既存の公共施設
等の整備

○行仁コミュニティセンターの駐車場
舗装及び階段の改修を行った。
○真宮コミュニティセンターに冷暖房
設備を設置した。

利用者や指定管理者からの要
望を踏まえながら、年次計画に
基づいた改修等を実施すること
により利便性の向上が図られ
た。

緊急性や危険性等を考慮しなが
ら、年次計画に沿った整備を継続
して進めていく。

環境生活
課

○公立小中学校改築事業

161 （仮称）河東学園
中学校改築事業

平成29年度に事業終了 ユニバーサルデザインに配慮し
た施設整備を行い、平成30年
２月に完成した。

―
教育総務
課

162 行仁小学校改築
事業

令和３年２月に工事が竣工し、ユニ
バーサルデザインに配慮した校舎が
完成した。

基本設計でユニバーサルデザイ
ンについて検討を行い、実施設
計でスロープや多目的トイレ等
の設置を盛り込んだ新しい校
舎、体育館が令和３年２月に完
成した。

―

教育総務
課

163 【平成30年度よ
り】
城北小学校校舎
北東棟改築事業

旧校舎南棟の解体を実施した。事業
は継続しているが、ユニバーサルデ
ザインに配慮した校舎北東棟の整備
は完了した。

スロープや点字ブロック、多目
的トイレを設置し、ユニバーサル
デザインに配慮した新校舎北東
棟が平成31年３月に完成し
た。

―

教育総務
課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○「施設カルテ」をベースとする情報提供

164 「施設カルテ」の作
成

市が保有する全ての建物系公共施
設について、「施設カルテ」を作成し、
各施設の維持管理に関する情報とあ
わせ、スロープや多目的トイレの設
置、通路の幅といった、ユニバーサル
デザインへの対応状況を掲載した。

建物系公共施設の「施設カル
テ」を毎年度更新することによ
り、市民へ最新のユニバーサル
デザインへの対応状況を提供す
ることができた。

今後も継続して建物系公共施設
の情報を更新しながら「施設カル
テ」等を通して、施設のユニバー
サルデザインへの対応状況につ
いて、情報提供に努めていく。

公共施設
管理課

○指定管理者への働きかけ

165 指定管理者との協
議等

指定管理者の一般財団法人会津若
松観光ビューロー及び一般財団法人
会津若松市勤労者福祉サービスセン
ターに対し、ユニバーサルデザインに
配慮した利用者サービス等の向上に
努めるよう働きかけた。

利用者サービス等の向上に努
めるよう働きかけており、利用
者の視点に立って事業内容、運
用方法等の改善を図った。

引き続き、利用者ニーズの把握に
努めながら、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した取組に努める。

商工課

166 指定管理者への
働きかけ

指定管理者の公益財団法人会津若
松文化振興財団に働きかけ、利用者
の意見等をより一層把握するため、
利用者アンケートを実施した。また、
定期的に内部研修を行い、利用者へ
のサービス向上に努めた。

指定管理者への働きかけを継
続的に行い、また、密に連絡や
協議を重ねることで、特に施設
改修において利用者へのサービ
ス向上を図った。

今後も継続して指定管理者と連
絡や協議を重ね、施設利用者へ
のサービス向上のための計画的
な施設改修や、ソフト面でのサー
ビス向上に努める。

文化課

167 指定管理者への
働きかけ

一般財団法人会津若松市公園緑地
協会に働きかけ、運動施設利用者の
サービス向上を図るとともに、年間を
通してアンケートを実施することによ
り、利用者のニーズの把握に努め、対
応可能なものは速やかに対応し、
サービス向上に努めた。

一般財団法人会津若松市公園
緑地協会に働きかけ、運動施設
利用者のサービス向上を図ると
ともに、年間を通してアンケート
を実施することにより、利用者
のニーズの把握に努め、対応可
能なものは速やかに対応し、
サービス向上に寄与できた。

今後も引き続き、利用者のニーズ
の把握に努め、対応可能なものは
速やかに対応し、サービス向上を
目指す。

まちづくり
整備課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

168 指定管理者への
働きかけ

〇アンケート調査により利用者の
ニーズを把握し、指定管理者に情報
提供した。
〇新型コロナウイルス感染防止のた
め、利用に係るガイドラインを策定し、
感染拡大防止の取組に努めた。

アンケートの実施により、利用者
からの施設等の改修要望の把
握とともに、指定管理者による
管理運営業務の改善が図られ
た。

アンケートを継続して実施しなが
ら、集約した内容について、速や
かに対応できる体制・計画づくり
を指定管理者と連携しながら進
める。

環境生活
課

○県おもいやり駐車場利用制度の利用促進

169 おもいやり駐車場
利用制度の周知・
利用促進

手帳の新規交付時に該当者に案内
を行うとともに、ホームページに制度
を掲載するなどして制度周知に努め
た。

利用者の認知度が上がった。案
内もスムーズに行うことができ
た。

引き続き、ホームページや手帳交
付時等に周知を行いたい。

障がい者
支援課

○観光客受入体制の整備

170 【再掲】
便益施設整備事
業

案内看板の掲出や適切な誘導案内
など、利便性の向上を図りながら、観
光駐車場の確保に努めた。
また、主要観光地におけるトイレの維
持管理や仮設トイレの設置などによ
り、観光客の受入体制の向上に努め
た。

案内看板の掲出や適切な誘導
案内など、利便性の向上を図り
ながら、観光駐車場を確保する
ことができた。
また、主要観光地におけるトイレ
の維持管理や仮設トイレの設置
などにより、観光客の受入体制
の向上をすることができた。

今後も継続して実施する。 観光課
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重点施策３　分かりやすい案内表示などの整備

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○新築、改築の際の整備

171 【再掲】
（仮称）河東学園
中学校改築事業

平成29年度に事業終了 ユニバーサルデザインに配慮し
た施設整備を行い、平成30年
２月に完成した。

―
教育総務
課

○既存の施設等の整備

172 既存の公共施設
等の整備 

視認性の確保のため、本庁舎及び栄
町第二庁舎に設置した床誘導ライン
の劣化状況の確認を行った。

見やすさ、分かり易さを意識し、
これまで行ってきた取組の状況
確認等を行い、必要に応じ修繕
を行ってきた。

引き続き、誰もが見やすく、分か
りやすい案内表示の整備を行っ
ていく。

総務課

173 わかりやすい窓口
案内

窓口案内の掲示だけでなく、積極的
な声かけにより、必要な手続窓口へ
の案内を行った。

わかりやすい案内表示に努める
とともに、積極的な声かけによ
り、円滑な手続窓口案内を行う
体制を整えることができた。

来庁者にわかりやすい案内表示
と併せて、引き続き、積極的な声
かけを行う。
課員一人ひとりが来庁者の求め
る手続だけでなく、そこから派生
する手続に対しても案内できるス
キルを習得していく。

北会津支
所住民福
祉課

174 案内表示 入口正面の分かりやすい所に庁舎の
案内板を設置している。

分かりやすい案内に寄与した。 案内板だけに頼らず、声掛けによ
り窓口への案内を心掛ける。

廃棄物対
策課

○外国人来訪者受入のための案内表示の整備

175 まちなか観光の推
進

日本遺産の構成文化財のうち 25か
所において付近の看板等にRFIDタ
グを設置し、WEB 上で英語や中国
語をはじめとした複数の言語での解
説ができるよう整備した。

日本遺産へ認定された会津地
域の歴史文化を、渡航制限緩和
後の外国人観光客や在日外国
人に対して発信するための体制
を構築することができた。

日本遺産の多言語整備事業に関
しては一旦終了とするものの、引
き続きWEB等を活用した情報
発信を行う。

観光課
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重点施策４　事業者などに対する普及・啓発

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○事業者などに対する普及・啓発

176 （仮称）河東学園
中学校改築事業

平成29年度に事業終了 学校建設にあたり、ユニバーサ
ルデザインに配慮するよう、施工
業者等に対し配慮を促すことが
できた。

―

教育総務
課
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分野別取組３　「すべての人のため」のまちづくり

（２）道路・公共交通

重点施策１　安全で快適な歩行空間の整備

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○都市計画道路の整備

177 まちなみ環境整理
事業　都市計画道
路　会津若松駅中
町線（大町通り）

全体計画　L=945ｍ
令和2年度　道路整備　L=35mを
完了。
現在 L=55mを施工中
　(令和2年度までの完了総延長
L=890m)

令和2年度までの完了総延長
L=890ｍ(約9割の進捗率）

令和3年度での完了を目指す。 まちづくり
整備課

178 都市計画道路藤
室鍛冶屋敷線

令和2年度、竹田病院前交差点から
西 L=98mの整備を完了し、山鹿町
工区 L=574ｍが完了となった。
　

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線
(山鹿町工区）全体計画 L＝574
ｍ，W=16mについて、道路の
拡幅整備を完了。両側3.5ｍの
歩道の整備により歩行者の安全
確保を図った。

令和２年６月に、山鹿町工区西
側のＬ＝170ｍ区間(本町工区）
について事業認可となった。道
路拡幅整備に向け本年度より用
地確保に向けての交渉を進めて
いる。

まちづくり
整備課

○人にやさしいみちづくり歩道整備事業

179 ひとにやさしいみ
ちづくり歩道整備
事業　市道幹Ⅰ-
12号線（城東町
天神橋交差点～
小田橋交差点）

令和元年度に事業終了 令和２年度事業完了。歩道の拡
幅整備により、歩行者の安全確
保を図った。

今後新規整備路線について検討
し、継続して歩行者の安全を
図っていく。

まちづくり
整備課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

180 ひとにやさしいみ
ちづくり歩道整備
事業市道幹Ⅱ‐13
号線

令和２年度、歩道整備　L=164mを
整備したことで、一般部の歩道整備
は完了となった。

市道幹Ⅱ-13号線の歩道整備に
ついて、L=585m程度が完了
し、子供たちの通学時の安全確
保を図った。

残っている約15mについては、
大坪中橋部分になっている。今
後、歩道橋梁設置について調整
を図っていく。

まちづくり
整備課

○既存道路の維持管理

181 既存道路の維持
管理

凹凸の無い安全で歩きやすい道路を
維持するために、道路パトロールや定
期点検による異常箇所の早期発見、
修繕を行い、歩行者の安全確保に努
めた。

凹凸の無い安全で歩きやすい道
路を維持するために、道路パト
ロールや定期点検による異常箇
所の早期発見、修繕を行い、歩
行者の安全確保を行った。

今後も継続して、安全確保に努
める。

道路課

重点施策２　冬期間における歩行環境の確保

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○冬期間の歩行環境の整備

182 まちなみ環境整理
事業　都市計画道
路　会津若松駅中
町線（大町通り）

全体計画　L=945ｍ
令和2年度　道路整備　L=35mを
完了。
現在 L=55mを施工中
　(令和2年度までの完了総延長
L=890m)

令和2年度までの完了総延長
L=890ｍ(約9割の進捗率）

令和3年度での完了を目指す。 まちづくり
整備課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○雪害対策事業

183 【再掲】
除排雪対策事業

○概ね 10cm以上の積雪があった
場合に、市民生活の安定を守るため
除雪作業に入り、早期の交通確保を
図った。
○除雪作業の状況により、幹線道路
等の拡幅、交差点内の溜め雪や交通
の支障となる雪山の除去など、段階
的な除排雪作業を行った。
○除雪車運行管理システムを直営車
及び委託車の除雪車全車へ導入しイ
ンターネットで稼働状況を配信した。
・車道除雪車246台、歩道除雪車
42台、凍結抑制剤散布車6台の計
294台　※直営車及び委託車 
・車道除雪延長 851.5㎞、歩道除雪
延長 118.2㎞

〇市民生活の安定を守るために
早期の交通確保を図り、除雪作
業の状況を把握し、幹線道路等
の拡幅、交差点内の溜め雪や交
通の支障となる雪山の除去など、
段階的な除排雪作業を実施。 
〇除雪車運行管理システムを直
営車及び委託車の除雪車全車へ
導入しインターネットで稼働状況
を配信することで、市民に除雪出
動の有無の情報を提供すること
ができた。 

今後も除排雪対策事業の理解
促進を図るため、市道除雪網図
等の掲載の仕方を工夫しなが
ら、積極的に市の取組の情報提
供を行っていく。

道路課

○地域における除雪体制の支援

184 間口除雪業務委
託

65歳以上の高齢者のみで構成され
た世帯等で、近隣に親類等が無く、
自力で除雪作業が困難な世帯を対
象とし、除雪作業後の間口に寄せら
れた雪の除去作業を町内会等へ委
託し実施した。

65歳以上の高齢者のみで構成
された世帯等で、近隣に親類等
が無く、自力で除雪作業が困難
な世帯を対象とし、除雪作業後
の間口に寄せられた雪の除去作
業を町内会等へ委託し実施し
た。

今後も継続して、地域における
除雪体制の支援に努める。

道路課
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重点施策３　利用しやすい公共交通サービスの提供

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○地域公共交通活性化事業

185 生活交通路線対
策事業

○地域住民の移動手段の確保を図
るため、関係機関と連携し、生活交通
路線及び市町村生活交通路線の欠
損補助を行った。
○近隣市町村に跨る広域バス路線
再編に向け、「会津圏域公共交通活
性化協議会」に参画し、具体的に検
討を進め、令和２年７月に「会津圏域
地域公共交通再編実施計画」を策定
した。
○令和２年８月に「会津圏域公共交
通再編実施計画」と連携する「第２期
会津若松市地域公共交通再編実施
計画」を策定し、広域路線を中心とし
た市域内の路線再編を行なった。

○生活交通路線及び市町村生
活交通路線に対する補助を行う
ことで、地域住民の移動手段の
確保を図った。
○広域路線バスの再編に向け、
「会津圏域公共交通活性化協議
会」に参画し、「会津圏域地域公
共交通網形成計画」を策定した。
○市内路線を中心とした「第１期
会津若松市地域公共交通再編
実施計画」及び、広域路線を中
心とした「第２期会津若松市地域
公共交通再編実施計画」を策定
し、段階的に市域内の路線再編
を行なった。

○生活交通路線及び市町村生
活交通路線に対する補助を行う
ことで、地域住民の移動手段の
確保を図っていく。
○会津若松市地域公共交通網
形成計画が令和３年度に終了と
なることから、次期計画（会津若
松市地域公共交通計画）の策定
に向け、各関係者との協議・検討
を進めていく。
○引き続き、会津圏域公共交通
活性化協議会へ参画し、県及び
近隣市町村とともに、複数市町
村に跨る広域路線の検討を継続
し、必要に応じて路線再編を実
施する。

地域づくり
課

186 地域公共交通活
性化推進事業

○地域住民主体の金川町・田園町住
民コミュニティバスについて、空白地
域への対応や住民との協働による公
共交通システムの先駆事例として運
行を支援し、他地域への展開を踏ま
えた検証を行った。
○上記取組の展開として、湊・北会
津・河東の３地区において、デマンド
型乗合交通を基本とした地域内交通
を導入し、地元地域づくり活動組織と
ともに検討しながら、運行に取り組ん
だ。

○住民が主体的に公共交通空白
地域の対応に取り組む金川町・
田園町について、運行の支援を
行ない、他地域への展開を踏ま
えた検証を行った。
○湊地区、北会津地区、河東地
区においては、地元地域づくり組
織と連携し、デマンド型乗合交通
を基本とした地域内交通を導入
するとともに、各地区とも実証運
行から実装運行へ移行するに
至った。

○湊地区では、持続可能な地域
内交通の構築に向け、有償運送
の登録に向けた検討を進めると
ともに、有償運送登録までの協
議会運営の支援を行っていく。
○北会津・河東地区では、地元
地域づくり活動組織と連携し、デ
マンド型乗合交通を基本とした
地域内交通の利用促進を図る。

地域づくり
課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○河東地域内交通運営支援事業

187 河東地域コミュニ
ティバス運行事業
【平成30年度よ
り】
河東地域内交通
運営支援事業

河東地域づくり委員会「交通環境部
会」を開催し、みなづる号の利用状況
把握・分析及び利用促進策を協議。
令和２年１０月の広域公共交通再編
に併せ、運行エリアの拡大及び時刻
表を改正し、バス路線沿線における
利便性の維持及び移動手段の確保
に努めた。その他、乗車会やアンケー
ト調査等を行い、利用者への周知・広
報活動を行っている。

交通空白地域において、移動手
段のない高齢者を中心に通院や
買物等、日常生活における移動
手段が確保され、生活の質の向
上につながっている。運行内容の
見直しにより、曜日に関係なく利
用できるようになり、新規利用者
の増加も期待できる。

持続可能な交通として定着させ
るためには一定数の利用が必要
になるため、引き続き利用状況
の定期的な把握・分析、利用者
や地域住民からの聞き取り調査
等を行い、利用者数の増加や利
便性の向上等につながる活動を
進めていく。

河東支所
まちづくり
推進課

○北会津地域内交通運営支援事業

188 北会津地域巡回
バス運行事業
【平成30年度よ
り】
北会津地域内交
通運営支援事業

北会津地域内と、医療機関や商業施
設、地域内の主要公共施設などを結
ぶ、地域内交通「北会津ふれあい号」
を運行し、路線バスの通らない交通
空白地域の解消に努めている。
令和２年度は、子どもたちが通学に利
用できるように地区内の学校などを
乗降場所に追加し、冬期間の通学時
間帯の便を増便した。また、これまで
乗降場所の無かった小規模集落にも
乗降場所を設置した。

地域内公共交通「北会津ふれあ
い号」の運行により、地域内の移
動手段のない高齢者などの通院
や買物等、日常生活における移
動手段が確保され、生活の質の
向上につながっている。
乗降場所を増やしたり、乗降場
所に目印となる時刻表プレートを
設置したり、また、子どもたちが
通学に利用できる時間帯の便を
増便したりするなど、より多くの
人たちにとって利用しやすい環境
づくりに取り組んだ。

利用者などをはじめとした地域
の住民の意見等を取り入れなが
ら、引き続き利用者が利用しや
すい環境づくりに努めていく。

北会津支
所まちづく
り推進課

○分かりやすい公共交通情報の提供

189 モビリティマネジメ
ント推進事業

会津乗合自動車株式会社のバス時
刻表に、他社の路線バスや北会津・
河東・湊地区の地域内交通の路線図
や時刻表を掲載し、会津若松市内に
おけるバスの総合的な時刻表として
作成した。

会津若松市内の公共交通情報を
一冊の時刻表にとりまとめたもの
を、路線再編やダイヤ変更の都
度発行し、分かりやすく情報提供
を行った。

路線バスの利用促進を図るた
め、総合交通マップや乗継情報
の提供、バスの乗り方教室等を
引き続き実施する。

地域づくり
課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○スクールバスへの地域の高齢者等の混乗

190 スクールバス混乗
事業（湊地区・大
戸地区）

スクールバス運行委託を行った。

○湊地区
【双潟コース】　延べ利用人数：なし
【戸ノ口、鵜の浦コース】
　　　　　　　　車両の関係で混乗不可

○大戸地区
【闇川コース】運行中止中
【黒森コース】　延べ利用人数：なし

予約手続きの煩雑さや、学校の
行事等により運行時間が流動的
等の理由から利用実績がほとん
ど無い現状ではある。

利用実績がないことから、今後、
事業のあり方について、高齢者
等の移動手段の対策の中で総
合的に検討していく。

高齢福祉
課
教育総務
課

○公共交通利用環境の改善

191 交通事業者におけ
る低床バス導入促
進

平成28年３月に策定した地域公共
交通網形成計画において、「みんなが
利用しやすい車両導入プロジェクト」
として、低床バス導入を施策の一つ
に位置づけ、交通事業者において順
次、低床バス（ノンステップバス、ワン
ステップバス）導入に取り組んだ。
令和２年度末 低床バス導入済…84
台

みんなが利用しやすい車両導入
プロジェクトとして低床バスの導
入を進め、事業開始当初よりも
低床バスの導入数を大きく増や
すことができた。

地域公共交通網形成計画にお
いて位置づけた「みんなが利用
しやすい車両導入プロジェクト」
に基づき、事業主体となる交通
事業者において、低床バス導入
に引き続き取り組んでいく。

地域づくり
課
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分野別取組３　「すべての人のため」のまちづくり

（３）公園などの憩いの空間

重点施策１　安全・安心な公園環境等の整備

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○公園施設長寿命化事業

192 公園施設長寿命
化事業

○会津総合運動公園あいづ球場
あいづ球場の老朽化した観客席を改
修し、利用者の安全確保と利便性の
向上を図った。

老朽化した建物や遊具の改修を
行い、利用者の安全確保と利便
性の向上を図ることができた。

今後も引き続き、老朽化した施
設の改修を行い、利用者の安全
確保と利便性の向上に努めてい
く。

まちづくり
整備課

重点施策２　利用しやすい公園等の整備

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○既存の広場や公園等の整備

193 会津総合運動公
園等維持管理事
業

○会津総合運動公園駐車場改修
会津総合運動公園駐車場の改修を
行い、利用者の安全確保と利便性の
向上を図った。

施設の改修を行い、利用者の安
全確保と利便性の向上を図るこ
とができた。

今後も引き続き、施設改修を行
い、利用者の安全確保と利便性
の向上を図る。

まちづくり
整備課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

194 野口英世青春広
場管理運営事業

ユニバーサルデザインに配慮した維
持管理に努め、イベント等の開催にお
いても同様にユニバーサルデザイン
に配慮した開催を働きかけた。

ユニバーサルデザインに配慮し
た維持管理を行い、また、イベン
ト等の開催においても、ユニバー
サルデザインに配慮した開催を
働きかけたことで、多様な市民の
来街が促進され、賑わい創出に
つながった。

引き続き、利用者ニーズの把握
に努めながら、ユニバーサルデザ
インに配慮した施設運営につい
て管理運営団体に働きかけてい
く。

商工課

195 一般公園管理事
業

○樹木管理
各地区からの要望等を受け、樹木の
高齢高木化による危険木の除去等、
各公園・緑地の維持管理を行った。

樹木の高齢高木化による危険木
の除去等を行い、公園利用者の
安全確保を図ることができた。

今後も引き続き、高齢高木化に
よる危険木の除去等を行い、公
園利用者の安全確保を図る。

まちづくり
整備課

196 既存の農村公園
の整備

旧市内の木流農村公園外、北会津町
10箇所及び河東町9 箇所の維持管
理業務委託契約を地元と結び維持
管理に努めた。
また、老朽化した北会津町鷺林農村
公園外１箇所の遊具撤去を実施し
た。

農村公園の管理業務委託契約
は、令和元年度まで対面で行
い、要望や支障箇所などを聞き
取りし、迅速な対応に努めてきた
が令和2年度については新型コ
ロナウイルス感染症対策のため、
郵送による契約に切り替えた。ま
た、大戸町上三寄地区の農村公
園予定地を初めとする3箇所の
整備を地元と協働で進め、景観
や美化に一定の成果が上げられ
た。

農村公園は、昭和40年代の後
半から50年代にかけてほ場整
備などの付帯事業として整備さ
れたものであるが、ほとんどの施
設が50年以上経過して老朽化
していることや公園のある集落に
小学生以下の子供が居なくなり、
利用者が老齢者に代わってきて
いるなど利用形態も変化してい
るため、施設の継続や利用の在
り方などを地元と協議していく必
要がある。

農林課
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分野別取組３　「すべての人のため」のまちづくり

（４）住宅

重点施策１　暮らしやすい市営住宅等の整備

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○市営住宅等維持管理事業

197 未舗装通路の舗
装化

通路側溝等の修繕にあわせ段差を
解消し、歩行時の安全性の向上を
図った。

【改修箇所】4箇所

段差解消により、歩行車および車
椅子使用者が安全に通行できる
ようになった。

【実施総数】12件

今後も、適時、対応していく。 建築住宅
課

○団地立替事業

198 城前団地建替事
業

車いす対応住戸を配置した2階建て
1棟 16戸を建設している。

計3棟44戸を建設し、共用を
開始した。

城前団地建替計画に従い、建替
事業を継続していく。

建築住宅
課

○利用者の状況に応じた対応

199 低層階住み替え 身体的に階段使用が困難な方の低
層階への住み替えを斡旋した。

【住み替え戸数】5戸

入居者の身体的状況や要望を十
分にヒアリングしたうえで、最適
と考えられる住み替え先を紹介・
斡旋した。

【実施総数】19件

今後も、適時、対応していく。 建築住宅
課
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重点施策２　市民に対する普及促進

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○高齢者住宅改修費支給

200 介護保険住宅改
修費支給

高齢者の自立支援及び介護者の負
担軽減のため、手すりの取り付けや
段差の解消等対象工事について、そ
の費用の一部を助成した。

【助成件数】　362件

介護を必要とする方が、住み慣
れた自宅で自立した生活を送る
うえで、一定程度貢献するととも
に、介護者の負担軽減にも寄与
した。

制度の周知に努めるとともに、利
用者のニーズ及び自立助長に資
する適切な住宅改修であるか等
について申請時に確認するなど、
適切な給付に努める。

高齢福祉
課

201 高齢者自立支援
住宅改修助成事
業

在宅高齢者の要介護状態への移行
を防止するため、手すりの取り付けや
段差の解消等に要する工事費用の
一部を助成した。

【助成件数】　6件

在宅の生活を支える「地域包括
ケアシステム」の構築にあたり、
その中心となる高齢者の居住環
境の改善に一定程度貢献でき
た。

要介護状態への移行防止の有効
な手段でもあることから継続して
実施する。あわせて、国交付金の
活用とともに、介護保険制度にお
ける利用者負担の考え方を踏ま
え、利用者の負担水準について
も検討する。

高齢福祉
課

○障がい者日常生活用具費助成事業

202 障がい者日常生
活用具費助成事
業（住宅改修）

重度障がい者が自宅で安心して生活
できるよう、手すりの取り付けや段差
解消等にかかる費用の一部を助成し
た。

【助成件数】　2件

65歳以上は高齢福祉課対応と
なり、決定件数は少なかったもの
の、手帳交付時には別紙を使っ
て制度の周知に努め、利用者に
は大いに役立った。

障がい者の自宅での利便性を向
上させる制度であり、大変役立っ
ている。今後も手帳交付時に継
続して周知する。

障がい者
支援課

○住宅増・改築相談会の開催

203 住宅増・改築相談
の開催

市民を対象に相談会を実施した。

【実施回数】　8 回

相談に来られた方に、ユニバー
サルデザインへの改修等を勧め
ることができた。

今後は、事例等を踏まえ、ユニ
バーサルデザインに配慮した増・
改築相談が出来るよう努めてい
く。

建築住宅
課
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○住宅等の耐震化にあわせたユニバーサルデザインの啓発

204 住宅等の耐震化
にあわせたユニ
バーサルデザイン
の啓発

木造住宅の耐震改修等の補助に合
わせてユニバーサルデザインへの改
修の啓発に努めた。

耐震改修工事に合わせて、手す
りの設置や段差の解消等の改修
を行った。

【改修件数】　４件

耐震改修工事の際に、ユニバー
サルデザインへの改修の啓発を
行っていく。

建築住宅
課

重点施策３　事業者などへの啓発

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○事業者などへの啓発

205 事業者への啓発 窓口にパンフレット等を設置し、啓発
に努めた。

パンフレットの設置により事業者
への啓発ができた。

今後もユニバーサルデザインに
ついて事業者へ積極的に情報提
供・啓発に努める。

建築住宅
課
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分野別取組３　「すべての人のため」のまちづくり

（５）製品

重点施策１　ユニバーサルデザイン製品の普及促進

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○地場産業振興事業

206 地場産業振興事
業

ユニバーサルデザイン製品の情報収
集に努めた。

地場産業（主に漆器）におけるユ
ニバーサルデザイン製品の開発
について、まだまだ取り組める余
地があると思われるが、現時点に
おいてそうした商品は少ない。

今後もユニバーサルデザイン製
品の情報収集に努める。

商工課

○製品の情報提供

207 ユニバーサルデザ
イン製品の情報提
供

出前講座の際に、ユニバーサルデザ
インに配慮した製品を紹介した。

普段使っている製品がユニバー
サルデザインに配慮して作られて
いることを知り、身近なものとし
て理解していただけた。

様々な製品の情報提供を行い、
市民への理解と普及に努めてい
く。

協働・男
女参画室
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№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○アイディア募集

208 アイディア募集 市政モニターアンケートで、「ユニ
バーサルデザインの意味を浸透させ
るには子供のころからの教育が必
要、外国人観光客への配慮として、
多言語表記やピクトグラムを増やす
べき」との意見をいただいたことか
ら、庁内にアンケート結果を共有し
た。また、事業者へユニバーサルデザ
インアンケートを送付し取組事例を募
集した。令和2年度は新たなユニ
バーサルデザイン推進プランの策定
の参考資料とするため、市民意識調
査を実施し、意見や提案の集約を
行った。

市政モニターアンケートや市民意
識調査を実施することで、市民の
視点によるアイディア等を得るこ
とができた。

アイディアが集まりにくい状況に
あることから、市政モニターアン
ケート等を活用しながら意見集
約に努めていく。

協働・男
女参画室

重点施策２　市役所での率先利用

№ 具体的事業名 令和2年度事業報告
平成29年度～令和2年度の事業評価（総括）

担当課
評価（成果） 今後の課題・方向性

○庁内における利用促進

209 庁内における利用
促進

文具や庁用器具等において、快適で
便利なユニバーサルデザイン製品の
購入に努めた。新採用職員研修にお
いてユニバーサルデザイン製品を紹
介し、購入、活用に努めるよう周知し
た。

ユニバーサルデザイン製品の購
入に際し、様々な製品にアイディ
アが取り入れられていることを知
るきっかけとなり、ユニバーサル
デザイン製品への理解が深まっ
た。

安全で使いやすい製品の情報を
収集し、購入に努めるよう庁内へ
の周知に努めていく。

協働・男
女参画室
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